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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第９期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

３ 平成16年11月19日付で行った株式分割（１株につき３株）を第７期期首に行われたと仮定した場合の１株当

たり情報については、以下のとおりとなります。 

 ４ 第８期及び第９期中の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式は存在す

るものの１株当たり中間（当期）純損失であるため記載しておりません。 

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

売上高 (千円) 6,170,669 6,819,804 8,450,215 12,488,383 15,089,011 

経常利益又は経常損失

（△） 
(千円) 237,111 64,858 △1,945,195 721,189 35,903 

中間（当期）純利益又は中

間（当期）純損失（△） 
(千円) 1,037,000 97,973 △2,183,680 1,519,799 △143,607 

純資産額 (千円) 7,698,671 12,455,957 11,019,793 8,098,249 12,424,378 

総資産額 (千円) 9,881,827 18,755,656 16,570,881 12,067,019 18,957,486 

１株当たり純資産額 (円) 112,614 54,048 44,280 39,264 53,839 

１株当たり中間（当期）純

利益又は中間（当期）純損

失（△） 

(円) 15,231 448 △9,440 7,435 △639 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
(円) 15,051 440 ― 7,368 ― 

自己資本比率 (％) 77.9 66.3 61.8 67.1 65.5 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) 130,956 △905,919 274,858 597,457 △1,628,280 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) 1,380,767 △3,987,227 △2,589,730 △1,029,315 △4,919,438 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) 431,720 4,429,324 2,431,765 503,766 5,064,422 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
(千円) 5,125,540 2,686,477 1,811,752 3,253,984 1,697,936 

従業員数 

（外 平均臨時雇用者数） 

(名) 

(名) 

327 

(61) 

551 

(27) 

551 

(26) 

497 

(50) 

455 

(29) 

回次 第７期中 

１株当たり純資産 （円） 37,538 

１株当たり中間純利益 （円） 5,077 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 （円） 5,030 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第９期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

３ 中間連結財務諸表を作成しているため、提出会社の１株当たり純資産額、１株当たり中間（当期）純利益又

は中間純損失、潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の記載を省略しております。 

２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

売上高 (千円) 5,430,644 6,129,319 6,567,211 11,721,788 12,731,139 

経常利益 (千円) 210,009 293,869 202,160 774,185 763,545 

中間（当期）純利益又は中

間純損失（△） 
(千円) 997,319 238,342 △1,946,960 1,482,253 379,948 

資本金 (千円) 3,230,710 5,426,925 5,503,317 3,267,415 5,451,700 

発行済株式総数 (株) 68,363 230,461 231,394 206,247 230,767 

純資産額 (千円) 7,703,037 12,989,997 11,062,304 8,104,751 13,181,152 

総資産額 (千円) 9,647,613 17,143,749 15,273,584 10,789,168 17,636,393 

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 334 167 

自己資本比率 (％) 79.8 75.8 72.4 75.1 74.7 

従業員数 

（外 平均臨時雇用者数） 

(名) 

(名) 

211 

(22) 

257 

(26) 

359 

(19) 

215 

(24) 

262 

(24) 



４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は（ ）内に当中間連結会計期間における平均人員を外数で記

載しております。 

２ 当連結グループは、モバイル・インターネット関連事業を営んでおり、全体に占める割合が90％超であるた

め、事業の種類別セグメント別に従業員数を区分することの記載を省略しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は（ ）内に当中間会計期間における平均人員を外数で記載し

ております。 

２ 当社従業員数には、連結子会社の役員に就任している当社従業員５名及び連結子会社への出向者６名は含ま

れておりません。一方で、当社グループ外からの受入出向者３名を含んでおります。 

３ 従業員数が前事業年度末に比べ97名増加しているのは、連結子会社であった株式会社Ｃ＆Ｔカスタマサポー

トを売却し、カスタマサポート業務を内製化したことによるものであります。 

４ 当社と株式会社JIMOSによる経営統合後の従業員数の状況は、単体(株式会社サイバードホールディングス）

71名、連結859名となっております。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年９月30日現在

従業員数（名） 551（26） 

  平成18年９月30日現在

従業員数（名） 359（19） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

  ＜国内環境＞ 

  日本国内における携帯電話の契約数は平成18年９月末現在で9,381万契約に達し、このうちインターネット接続

可能な携帯電話が占める割合は87.0％となりました。また、平成18年９月末現在の第３世代携帯電話の契約数は

5,814万契約と急成長を遂げており、モバイル・インターネット市場の成長を加速させる促進剤と考えられており

ます。 

 端末の普及に伴い、平成17年のモバイル・コンテンツ市場は3,150億円に成長しており、平成20年度には3,706

億円へ成長する可能性があるとされております。またモバイル・コマース市場は平成17年には対前年比57%増の

4,074億円となり、うちチケット購入サービスやオークション手数料等の収入を除いた物販系市場は対前年比59%

増の1,542億円へ拡大しております。 

 これら市場の広がりに加え、端末の多機能化(FeliCa搭載、二次元バーコード読み取り、指紋認証等)、移動体

通信事業者のパケット定額制への移行、また、ワンセグ放送やモバイル・ナンバー・ポータビリティ開始等によ

り、今後一層、携帯ユーザーの利用機会増加が見込め、課金型コンテンツ配信事業以外の市場も急速に成長しつ

つあります。 

 （出所：社団法人電気通信事業者協会、モバイル・コンテンツ・フォーラム、株式会社野村総合研究所及び財

団法人マルチメディア振興センター資料より当社作成） 

  ＜海外環境＞ 

 世界の携帯電話加入者数は平成18年末に25億人に達し、平成22年末には35億人に達するものと予測されておりま

す。これに伴い世界のモバイル・インターネット利用者数も増加していくものと想定されております。 

 （出所：調査会社Strategy Analyticsの予測値より当社作成） 

当連結グループの概況  

 当中間期の売上高は、引き続き二ケタ成長を達成したモバイル・コンテンツ事業の伸長により単体では、6,567

百万円と対前年同期比437百万円増(7.1%増)となり、中間期過去最高を更新いたしました。また、連結では、海外

事業をはじめとする新たな子会社の連結により、8,450百万円と対前年同期比で1,630百万円増(23.9%増)となり、

単体同様、中間期過去最高を更新いたしました。 

 営業利益は、売上高増加要因に加え、主にモバイル・コンテンツ事業における原価率改善要因により、単体で

は453百万円と対前年同期比213百万円増(89.0%増)となりました。また、連結では海外子会社に係るのれん償却要

因はあったものの、345百万円と対前年同期比323百万円の大幅増加となりました。 

 一方、経常利益は、当第１四半期に計上した海外子会社との取引に係る為替差損（注１）の影響から、単体で

は202百万円(対前年同期比91百万円減、31.2%減)となり、連結では加えて当中間連結会計期間末において当社持

分法適用関連会社であった株式会社JIMOS株式に係る持分法による投資損失1,900百万円の計上 (注２) により、

1,945百万円の損失計上となりました。 

 また、中間純利益は、単体では株式会社JIMOS株式に係る関係会社株式評価損1,939百万円を特別損失として計

上 (注２) したことから、1,946百万円の中間純損失となり、連結においても経常損失の影響から2,183百万円の

中間純損失計上となりました。 

 （注１）海外子会社との取引に係る為替影響(同子会社への外貨建貸付取引に係る為替影響)は、当第１四半

期末に実施した同社への新たな出資により、当該貸付金を同社株式に振替えることで、当該為替変動リスクに

対応しております。 

 （注２）平成18年10月１日付の株式交換により、当社の連結子会社（完全子会社）となった株式会社JIMOS

は、当中間連結会計期間末（平成18年９月末日）においては、当社の持分法適用関連会社でありました。当中

間連結会計期間末において、同期末日直前である同社株式の上場最終日（同年９月25日）における市場価格

が、当社の同社株式取得単価に比して著しく下落していることから、金融商品会計基準に基づき、単体業績に

おいては当該評価損を特別損失にて計上し、連結業績においてはのれん相当部分を追加償却として持分法によ

る投資損失にて計上するものであります。 

  また、連結では、新規事業を担う国内子会社の先行投資や海外子会社に係るのれん償却等の影響もあったもの

の、一方で不採算子会社の整理や技術関連子会社の収益力改善効果は前年同期に比し顕著であります。 

 本業の経営成績において、単体及び連結営業利益は改善基調にあり、連結での営業活動によるキャッシュ・フ

ローも274百万円の増加となったことから、既存事業を主体とする収益力強化は着実に進んでおります。引続き既

存事業の更なる成長に加え、新規事業の早期収益化及び株式会社JIMOSとの経営統合効果の実現を図ってまいりま

す。 



(1）モバイル・コンテンツ事業  

 当中間連結会計期間におけるモバイル・コンテンツ事業の売上高は、5,739百万円と対前年同期比で597百万円増

(11.6%増)となり、前年中間期同様、二ケタ成長を維持し、中間期ベースで過去最高を更新いたしました。当事業

は、『江原啓之スピリチュアルメッセージ』や『鏡リュウジ恋占術』等、ブランド力のある主力コンテンツの継

続的な会員数増加により、引続き堅調に推移しております。 

 (2）マーケティング・ソリューション事業 

 当中間連結会計期間におけるマーケティング・ソリューション事業の売上高は、1,229百万円と対前年同期比で

342百万円減(21.8%減)となりました。クライアント企業のモバイルサイト運用や技術関連子会社の収益は堅調で

あったものの、開発受託において前年同期に大型案件収益の計上があったことの反動や、当期よりカスタマーサ

ポート子会社が非連結となったことが、売上高減少の主な要因であります。 

 (3）Ｅコマース事業 

 Ｅコマース事業の売上高は154百万円と対前年同期比で52百万円増（51.7%増）となりました。前年下期より配信

を開始した株式会社JIMOS（注）との共同ショッピングサイト『deBINGOスクエア』の売上高増加が寄与いたしま

した。同サイトにおける取扱い商品数の拡大や、ユーザーの属性・嗜好等に合わせた商材の推奨、また販促メー

ルのリッチ化等の諸施策により、当事業の着実な成長を図っております。 

 （注）平成18年10月、当社と株式会社JIMOSは持株会社体制による経営統合を実施し、同社は当中間連結会計

期間での持分法適用関連会社から、当下期より当社の連結子会社となっております。 

 (4）広告事業 

 株式会社サイバー・コミュニケーションズと株式会社オプトを合弁パートナーとし、前年中間期に設立したモバ

イル広告商品の開発子会社となる株式会社プラスモバイルコミュニケーションズを中心として当事業を推進し、

当中間連結会計期間での売上高は69百万円の計上となりました。引き続き、有力クライアントの獲得を進めてま

いります。 

 (5）投資事業 

 平成17年12月に当社100％出資により、投資事業推進を目的として株式会社サイバード・インベストメント・パ

ートナーズを設立し、同社運営・管理のもと、「サイバード・プラスモバイル・ファンド（注）」を組成し、運

用しております。その結果、当中間連結会計期間は、143百万円の売上高計上となりました。 

 （注）当該ファンドは、当社グループが有するモバイル・インターネット技術に関するプラットフォームやノ

ウハウを提供することで、企業価値向上が見込まれる企業を主な投資対象とした国内初のモバイルビジネスファ

ンドであります。 

(6）海外事業  

 前年下期より新たに連結した、Airborne Entertainment Inc. （北米コンテンツプロバイダー）の収益により、

海外事業の売上高は、1,113百万円となりました。ブランド力のある人気待受画像やゲームコンテンツの課金収益

により、足元業績は堅調に推移しております。今後は同社の子会社を通じた「Ring Back Tone（注）」関連収益

の寄与も期待されております。 

 また、同社は、北米で2001年から2005年までの過去5年に渡り、テクノロジー、メディア、テレコミュニケーシ

ョン、ライフサイエンス分野において著しい成長を遂げた企業を選出する『Deloitte’s 2006 Technology 

Fast500（主催：Deloitte&Touche USA LLP）において4位に選ばれております。 

 （注）携帯電話の呼び出し音の代わりに設定した音楽や声が流れるサービス 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は1,811百万円となり、対前期末比で113百万円の増加となりまし

た。同期末における各キャッシュ・フローの状況及び要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間は、減価償却費と海外子会社に係るのれん償却計441百万円や、売上債権の減少、並びに仕

入債務の増加等があった一方で、法人税等の支払324百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは274

百万円の増加(前年同期は905百万円の減少)となりました。 



 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間は、主に海外子会社株式の取得対価のうち前期未払分に対する支払20百万USドル（2,357百

万円）があったことから、投資活動によるキャッシュ・フローは2,589百万円の減少(前年同期は3,987百万円の減

少)となりました。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間は、投資活動によるキャッシュ・フローの減少要因である海外子会社株式取得に対する支払

いを短期借入金によって賄ったことから、財務活動によるキャッシュ・フローは2,431百万円の増加(前年同期は

4,429百万円の増加)となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 当中間連結会計期間の仕入実績をサービス項目別に示すと次のとおりであります。 

 （注）１ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の仕入実績には、情報等使用料及び商品仕入のみを掲記しております。 

(2）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績をサービス項目別に示すと次のとおりであります。 

 （注）１ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

サービス項目 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 前年同期比（％） 

金額（千円） 

モバイル・コンテンツ事業 2,150,182 121.2 

マーケティング・ソリューション事業 ― ― 

Eコマース事業 112,360 151.0 

広告事業 ― ― 

海外事業 ― ― 

合計 2,262,543 122.4 

サービス項目 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 前年同期比（％） 

金額（千円） 

モバイル・コンテンツ事業 5,739,900 111.6 

マーケティング・ソリューション事業 1,229,671 78.2 

Eコマース事業 154,453 151.7 

広告事業 69,697 ― 

投資事業 143,135 ― 

海外事業 1,113,356 ― 

合計 8,450,215 123.9 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

株式会社NTTドコモ 2,964,624 43.5 2,255,885 26.7 

KDDIグループ 

（DDIポケット株式会社除く） 
813,026 11.9 734,241 8.7 

ボーダフォン株式会社 694,029 10.2 621,711 7.4 



３【対処すべき課題】 

 変化の激しいモバイル・インターネット業界において急速に成長してきた当社では、次の成長を実現する鍵として

以下の事項を重視しております。 

 (1）プラットフォームビジネスの推進 

  当連結グループは、プラットフォームビジネスの展開を基本戦略とする中期経営計画を推進しております。当計

画の実現に向け、事業ポートフォリオの分析・評価・見直しを行い、具体的には従来のモバイル・コンテンツ事

業、マーケティング・ソリューション事業における競争力の強化による収益力の拡大に加え、新たに広告事業、Ｅ

コマース事業等を本格的に展開してまいります。また、海外事業は、主としてＭ＆Ａにより事業基盤を確立させ、

更なる拡充を進めてまいります。 

 (2）成長を支える内部コントロール体制の強化 

 明確な経営指標に基づく意思決定システムの構築、執行役員制度の強化、各種委員会の設置、新人事制度の安定

運用、関係会社に対するコントロール力の向上、個人情報管理体制の強化、リスク管理及びコンプライアンスの強

化等により、内部管理体制を強化してまいります。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。 

  

株式会社JIMOSとの株式交換 

当社と株式会社JIMOSは、平成18年５月15日開催の両社の取締役会の決議を経て、平成18年10月１日を期日して、当社

が株式交換により株式会社JIMOSを完全子会社とする株式交換契約を締結いたしました。 

なお、株式交換の目的、株式交換の条件等、株式会社JIMOSの概要については、「第５ 経理の状況 １．中関連結財

務諸表等 （１）中間連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」の前連結会計年度の部分に記載のとおりでありま

す。 

会社分割による当社既存事業の分社化 

 当社は、平成18年５月15日開催の取締役会において、平成18年10月２日を分割の効力発生日として当社の既存事業を分

社化し、当該事業を新設会社に承継することにより持株会社体制に移行いたしました。 

なお、会社分割の目的、会社分割の要旨、分割する事業部門については、「第５ 経理の状況 １．中関連結財務諸

表等 （１）中間連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」の前連結会計年度の部分に記載のとおりであります。

  

相手方の名称 主な契約内容 契約日 

 株式会社ＪＩＭＯＳ 
 「株式交換契約」 

 株式会社JIMOSを完全子会社とする株式交換契約 
 平成18年５月15日 



５【研究開発活動】 

 当中間連結会計期間の研究開発費の総額は465百万円であります。なお、当連結グループは開示対象となる事業の

種類別セグメントはありません。以下に当連結グループの研究開発活動の状況を記載しておりますが、研究開発費に

ついて品目等の区分が困難であるため、品目等区分別の記載を省略しております。 

 (1) 非接触ICカード機能の応用（Felica機能の応用） 

 各移動体通信事業者による非接触ICカード機能の端末搭載に伴い、同機能の応用技術の研究開発及びサービス化

を行いました。 

 (2) 次世代携帯端末に必要もしくは有用とされる機能の開発 

 今後発売される携帯電話に搭載される機能及び規格を利用したサービスを想定し、必要と思われる要素技術、応

用技術の研究開発活動を行い、国内外での発表及びデモンストレーションを行いました。 

 (3) 携帯電話を中心とするユビキタス・ネットワークの研究・開発 

 テレマティクス、地上波デジタル放送等の普及にあわせて、携帯電話との連携によるサービスを想定し、必要と

思われる要素技術や応用技術の研究開発活動を行い、発表及びデモンストレーションを行いました。 

 (4) 応用範囲の広いモジュールの開発 

 複数の携帯端末にコンテンツを提供するため、端末固有仕様を記録したデータベース、画像変換        

モジュールなど多頻度で使用する機能のモジュール化を進め、コンテンツ開発期間の短縮や開発工程の削減を実現

しております。 

 (5) コンテンツ配信システム構成の研究開発 

 モバイル・コンテンツ配信について、ＴＶなどのメディアによる露出により、突発的に大量のサイトアクセスが

発生しても耐えうる負荷分散システムの研究を行い、システムコストパフォーマンス向上を実現しております。 

 (6) 携帯電話向けVOD環境の開発 

 PC上で一般化し始めたVOD（ビデオ・オン・デマンド）の携帯電話上での実現化に向け、その配信側のネットワー

クシステム、及び移動体通信網特有のナローバンド環境下でのストレスの無いストリーミング機能の研究・開発を

行いました。 

 (7) 通信事業者から公式メニューへの配信が承認されるまでの活動 

 提出会社のモバイル・コンテンツ事業部は、主に移動体通信事業者の公式メニューに対してコンテンツ配信する

ことで収益を計上しております。このため提出会社では、移動体通信事業者より公式メニューへの掲載が承認され

るまでの間に発生したコンテンツの企画等様々な活動経費を研究開発費として計上しております。 

 (8) 企業向け商品を構想する段階の活動 

 提出会社のマーケティング・ソリューション事業部では、企業向け商品の構想を打ち立てるまでの期間にマーケ

ット調査等様々な経費が発生します。このような商品化コンセプトが出来上がるまでの間に発生した活動経費は研

究開発費として計上しております。 

  



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

(1）当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設等 

 当中間連結会計期間において、前期連結会計年度からの計画に重要な変更はなく、特記すべき該当事項はありま

せん。 

  

(2）重要な設備の除却等 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度からの計画に重要な変更はなく、特記すべき該当事項はありませ

ん。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

 （注） 定款での定めは、次のとおりであります。 

当社の発行する株式総数は、824,988株とし、このうち普通株式は799,988株、優先株式は25,000株とする。た

だし、優先株式について普通株式への転換があった場合には、これに相当する株式数を減ずる。 

②【発行済株式】 

 （注） 提出日現在の発行数には、平成18年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。 

      平成18年10月１日付で株式会社ＪＩＭＯＳとの株式交換により58,229株増加しております。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 799,988 

優先株式 25,000 

計 824,988 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（注） 

（平成18年12月25日） 
上場証券取引所名 内容 

普通株式 231,394 289,623 ジャスダック証券取引所 ― 

計 231,394 289,623 ― ― 



(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストックオプションの内容等は次のとおりであります。 

① 株主総会の特別決議（平成14年６月27日） 

 （注）１ 平成15年12月１日の第三者割当増資に伴い、発行価格、資本組入額等が修正されましたが、上記表の記載内

容は当該修正を反映済みであります。また平成16年11月19日付の株式分割に伴い、当該発行価格、資本組入

額は各々91,572円、45,786円に調整され、また付与株式数も調整されております。 

２ 株式の分割または併合が行われる場合、発行価格は、分割または併合の比率に応じて比例的に調整されるも

のとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げております。 

３ 行使条件は次のとおりであります。 

＜付与対象者が取締役の場合＞ 

１）対象者は、本件新株予約権の行使時において、取締役であることを要する。 

２）前項にかかわらず、対象者である取締役が当社定款（取締役の任期）の規定に基づき退職した場合には

権利を行使できるものとする。 

３）対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合または新株予約権の付与の目的上対象者

に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者に付与された本件新

株予約権は直ちに失効し、その後本件新株予約権を行使することができないものとする。 

＜付与対象者が従業員の場合＞ 

１）対象者は、本件新株予約権の行使時において、従業員であることを要する。 

２）前項にかかわらず、対象者である従業員が当社就業規則第15条第１号（定年）の規定に基づき退職した

場合、並びに当社就業規則第17条第３号及び第４号の規定に基づき退職した場合には権利を行使できる

ものとする。 

３）前項にかかわらず、対象者である従業員が会社の要請で転社・転籍を命ぜられた場合には権利を行使で

きるものとする。 

４）対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合または新株予約権の付与の目的上対象者

に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者に付与された本件新

株予約権は直ちに失効し、その後本件新株予約権を行使することができないものとする。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 257 257 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 771（注）１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 91,572（注）１,２ 91,572（注）１,２ 

新株予約権の行使期間 
平成16年９月１日～ 

平成20年８月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      91,572 

資本組入額     45,786 

（注）１,２ 

発行価格      91,572 

資本組入額     45,786 

（注）１,２ 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その

他一切の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項  ―  ― 



② 株主総会の特別決議（平成15年６月27日） 

 （注）１ 平成16年11月19日付の株式分割に伴い、当該発行価格、資本組入額は各々183,575円、91,788円に調整さ

れ、また付与株式数も調整されております。 

２ 株式の分割または併合が行われる場合、発行価格は、分割または併合の比率に応じて比例的に調整されるも

のとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げております。 

３ 行使条件は次のとおりであります。 

＜付与対象者が取締役の場合＞ 

１）対象者は、本件新株予約権の行使時において、取締役であることを要する。 

２）前項にかかわらず、対象者である取締役が当社定款（取締役の任期）の規定に基づき退職した場合には

権利を行使できるものとする。 

３）対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合または新株予約権の付与の目的上対象者

に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者に付与された本件新

株予約権は直ちに失効し、その後本件新株予約権を行使することができないものとする。 

＜付与対象者が従業員の場合＞ 

１）対象者は、本件新株予約権の行使時において、従業員であることを要する。 

２）前項にかかわらず、対象者である従業員が当社就業規則第15条第１号（定年）の規定に基づき退職した

場合、並びに当社就業規則第17条第３号及び第４号の規定に基づき退職した場合には権利を行使できる

ものとする。 

３）前項にかかわらず、対象者である従業員が会社の要請で転社・転籍を命ぜられた場合には権利を行使で

きるものとする。 

４）対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合または新株予約権の付与の目的上対象者

に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者に付与された本件新

株予約権は直ちに失効し、その後本件新株予約権を行使することができないものとする。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,316 1,316 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,948（注）１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 183,575（注）１,２ 183,575（注）１,２ 

新株予約権の行使期間 
平成17年９月１日～ 

平成21年８月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      183,575 

資本組入額     91,788 

（注）１,２ 

発行価格      183,575 

資本組入額     91,788 

（注）１,２ 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その

他一切の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項  ―  ― 



③ 株主総会の特別決議（平成16年６月29日） 

 （注）１ 平成16年11月19日付の株式分割に伴い、発行価格、資本組入額等が修正されましたが、上記表の記載内容は

当該修正を反映済みであります。 

２ 株式の分割または併合が行われる場合、発行価格は、分割または併合の比率に応じて比例的に調整されるも

のとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げております。 

３ 行使条件は次のとおりであります。 

＜付与対象者が取締役の場合＞ 

１）対象者は、本件新株予約権の行使時において、取締役であることを要する。 

２）前項にかかわらず、対象者である取締役が当社定款（取締役の任期）の規定に基づき退職した場合には

権利を行使できるものとする。 

３）対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合または新株予約権の付与の目的上対象者

に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者に付与された本件新

株予約権は直ちに失効し、その後本件新株予約権を行使することができないものとする。 

＜付与対象者が従業員の場合＞ 

１）対象者は、本件新株予約権の行使時において、従業員であることを要する。 

２）前項にかかわらず、対象者である従業員が当社就業規則第15条第１号（定年）の規定に基づき退職した

場合、並びに当社就業規則第17条第３号及び第４号の規定に基づき退職した場合には権利を行使できる

ものとする。 

３）前項にかかわらず、対象者である従業員が会社の要請で転社・転籍を命ぜられた場合には権利を行使で

きるものとする。 

４）対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合または新株予約権の付与の目的上対象者

に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者に付与された本件新

株予約権は直ちに失効し、その後本件新株予約権を行使することができないものとする。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,495 1,495 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 4,485（注）１ 4,485（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 172,000（注）１,２ 172,000（注）１,２ 

新株予約権の行使期間 
平成18年９月１日～ 

平成22年８月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      172,000 

資本組入額     86,000 

（注）１,２ 

発行価格      172,000 

資本組入額     86,000 

（注）１,２ 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その

他一切の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項  ―  ― 



④ 株主総会の特別決議（平成17年６月29日） 

 （注）１ 株式の分割または併合が行われる場合、発行価格は、分割または併合の比率に応じて比例的に調整されるも

のとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げをいたします。 

２ 行使条件は次のとおりであります。 

＜付与対象者が取締役の場合＞ 

１）対象者は、本件新株予約権の行使時において、取締役であることを要する。 

２）前項にかかわらず、対象者である取締役が当社定款（取締役の任期）の規定に基づき退職した場合には

権利を行使できるものとする。 

３）対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合または新株予約権の付与の目的上対象者

に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者に付与された本件新

株予約権は直ちに失効し、その後本件新株予約権を行使することができないものとする。 

＜付与対象者が従業員の場合＞ 

１）対象者は、本件新株予約権の行使時において、従業員であることを要する。 

２）前項にかかわらず、対象者である従業員が当社就業規則第15条第１号（定年）の規定に基づき退職した

場合、並びに当社就業規則第17条第３号及び第４号の規定に基づき退職した場合には権利を行使できる

ものとする。 

３）前項にかかわらず、対象者である従業員が会社の要請で転社・転籍を命ぜられた場合には権利を行使で

きるものとする。 

４）対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合または新株予約権の付与の目的上対象者

に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者に付与された本件新

株予約権は直ちに失効し、その後本件新株予約権を行使することができないものとする。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個）         200        200  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 200（注）1 200（注）1  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 156,900（注）１ 156,900（注）１ 

新株予約権の行使期間 
平成19年９月１日～ 

平成25年８月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     156,900 

資本組入額     78,450  

（注）1,２  

発行価格     156,900 

資本組入額     78,450  

（注）1,２   

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入その

他一切の処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項  ―  ― 



株式交換により株式会社ＪＩＭＯＳからその義務を承継した新株予約権 

⑤ 株式会社ＪＩＭＯＳの臨時株主総会の特別決議（平成14年６月11日）  

 （注）１ 平成15年６月25日付で１株を３株に株式分割したため、新株予約権１個につき目的となる株式数は３株であ

ります。 

２ 平成15年６月25日付で１株を３株に株式分割したため、新株予約権の行使時の払込金額は133,334円、新株

予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は133,334円、資本組入額は66,667円となっており

ます。 

３ 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社並び

に当社子会社の取締役、監査役、従業員及び顧問の地位を有しているものとしております。ただし、当該新株

予約権者が権利行使時において、当社並びに当社子会社の取締役、監査役、従業員及び顧問のいずれでもない

場合であっても、権利行使に先立ち、当該行使にかかる新株予約権の数及び行使の時期につき、当該取締役会

の承認を得た場合には、この限りではありません。 

４ その他の条件については、当社並びに当社子会社の取締役、監査役、従業員及び顧問との間で締結いたしま

した「株式会社ジモス新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとしております。 

５ 平成16年８月20日付で１株を３株に株式分割したため、新株予約権１個につき目的となる株式数は９株であ

ります。 

６ 平成16年８月20日付で１株を３株に株式分割したため、新株予約権の行使時の払込金額は44,445円、新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は44,445円、資本組入額は22,223円となっておりま

す。 

７ 平成18年10月1日付で、ＪＩＭＯＳの普通株式１株に対して、当社の普通株式１．１７株の割合にて株式交

換したため、ＪＩＭＯＳが発行した新株予約権に関するＪＩＭＯＳの義務は、新株予約権の目的である株式数

及び新株予約権行使時の払込金額につき株式交換比率に応じた調整をおこなったうえで、当社が承継いたしま

す。 

８ 平成18年10月1日付で、ＪＩＭＯＳの普通株式１株に対して、当社の普通株式１．１７株の割合にて株式交

換したため、新株予約権１個につき目的となる株式数は10.53株であります。 

９ 平成18年10月1日付で、ＪＩＭＯＳの普通株式１株に対して、当社の普通株式１．１７株の割合にて株式交

換したため、新株予約権の行使時の払込金額は37,988円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格は37,988円、資本組入額は18,944円となっております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） ―   63（注）１,５,８ 

新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） ― 663.39（注）１,５,８ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） ― 37,988（注）２,６,９ 

新株予約権の行使期間  ― 
 平成18年10月１日～ 

平成20年６月11日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      ― 

資本組入額     ― 

発行価格      37,988 

資本組入額     18,944  

新株予約権の行使の条件 ― （注）３,４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 ― 
新株予約権の譲渡、質入その

他一切の処分は認めない。 

代用払込みに関する事項 ―  ― 



   株式交換により株式会社ＪＩＭＯＳからその義務を承継した新株予約権 

⑥ 株式会社ＪＩＭＯＳの臨時株主総会の特別決議（平成14年12月27日） 

 （注）１ 平成15年６月25日付で１株を３株に株式分割したため、新株予約権１個につき目的となる株式数は３株であ

ります。 

２ 平成15年６月25日付で１株を３株に株式分割したため、新株予約権の行使時の払込金額は200,000円、新株

予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は200,000円、資本組入額は100,000円となっており

ます。 

３ 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社の取

締役、監査役または使用人の地位を有しているものとしております。ただし、当該新株予約権者が権利行使時

において、当社の取締役、監査役または使用人のいずれでもない場合であっても、権利行使に先立ち、当該行

使にかかる新株予約権の数及び行使の時期につき、当該取締役会の承認を得た場合には、この限りではありま

せん。 

４ その他の条件については、本取締役会決議、株主総会決議並びに株主総会以後に開催される取締役会決議に

基づき、当社取締役、使用人との間で締結いたしました「株式会社ジモス新株予約権割当契約書」に定めると

ころによるものとしております。 

５ 平成16年８月20日付で１株を３株に株式分割したため、新株予約権１個につき目的となる株式数は９株であ

ります。 

６ 平成16年８月20日付で１株を３株に株式分割したため、新株予約権の行使時の払込金額は66,666円、新株予

約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は66,666円、資本組入額は33,333円となっておりま

す。 

７ 平成18年10月1日付で、ＪＩＭＯＳの普通株式１株に対して、当社の普通株式１．１７株の割合にて株式交

換したため、ＪＩＭＯＳが発行した新株予約権に関するＪＩＭＯＳの義務は、新株予約権の目的である株式数

及び新株予約権行使時の払込金額につき株式交換比率に応じた調整をおこなったうえで、当社が承継いたしま

す。 

８ 平成18年10月1日付で、ＪＩＭＯＳの普通株式１株に対して、当社の普通株式１．１７株の割合にて株式交

換したため、新株予約権１個につき目的となる株式数は10.53株であります。 

９ 平成18年10月1日付で、ＪＩＭＯＳの普通株式１株に対して、当社の普通株式１．１７株の割合にて株式交

換したため、新株予約権の行使時の払込金額は56,980円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格は56,980円、資本組入額は28,490円となっております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） ― 226（注）１,５,８ 

新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） ― 2,379.78（注）１,５,８ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） ― 56,980（注）２,６,９ 

新株予約権の行使期間  ― 
 平成18年10月１日～ 

平成20年12月27日  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      ― 

資本組入額     ― 

発行価格      56,980 

資本組入額     28,490 

新株予約権の行使の条件 ― （注）３,４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 ― 
新株予約権の譲渡、質入その

他一切の処分は認めない。 

代用払込みに関する事項 ―  ― 



   株式交換により株式会社ＪＩＭＯＳからその義務を承継した新株予約権 

⑦ 株式会社ＪＩＭＯＳの定時株主総会の特別決議（平成16年９月29日） 

 （注）１ 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社もし

くは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を有しているものとしております。ただし、当該新

株予約権者が権利行使時において、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれでも

ない場合であっても、権利行使に先立ち、当該行使にかかる新株予約権の数及び行使の時期につき、当該取

締役会の承認を得た場合には、この限りではありません。 

２ その他の条件については、本取締役会決議、株主総会決議並びに株主総会以後に開催される取締役会決議に

基づき、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員との間で締結いたしました「株式会社ジモ

ス第３回新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとしております。 

３ 平成18年10月1日付で、ＪＩＭＯＳの普通株式１株に対して、当社の普通株式１．１７株の割合にて株式交

換したため、ＪＩＭＯＳが発行した新株予約権に関するＪＩＭＯＳの義務は、新株予約権の目的である株式数

及び新株予約権行使時の払込金額につき株式交換比率に応じた調整をおこなったうえで、当社が承継いたしま

す。 

４ 平成18年10月1日付で、ＪＩＭＯＳの普通株式１株に対して、当社の普通株式１．１７株の割合にて株式交

換したため、新株予約権１個につき目的となる株式数は１．１７株であります。 

５ 平成18年10月1日付で、ＪＩＭＯＳの普通株式１株に対して、当社の普通株式１．１７株の割合にて株式交

換したため、新株予約権の行使時の払込金額は238,462円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格は238,462円、資本組入額は119,231円となっております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） ― 1,645（注）４ 

新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） ― 1,924.65（注）４ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） ― 238,462（注）５ 

新株予約権の行使期間  ― 
 平成18年10月１日～ 

平成23年９月30日  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      ― 

資本組入額     ― 

発行価格      238,462 

資本組入額     119,231 

新株予約権の行使の条件 ― （注）１,２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 ― 
新株予約権の譲渡、質入その

他一切の処分は認めない。 

代用払込みに関する事項 ―  ― 



   株式交換により株式会社ＪＩＭＯＳからその義務を承継した新株予約権 

⑧ 株式会社ＪＩＭＯＳの定時株主総会の特別決議（平成16年９月29日） 

 （注）１ 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社もし

くは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を有しているものとしております。ただし、当該新

株予約権者が権利行使時において、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれでも

ない場合であっても、権利行使に先立ち、当該行使にかかる新株予約権の数及び行使の時期につき、当該取

締役会の承認を得た場合には、この限りではありません。 

２ その他の条件については、本取締役会決議、株主総会決議並びに株主総会以後に開催される取締役会決議に

基づき、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員との間で締結いたしました「株式会社ジモ

ス第４回新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとしております。 

３ 平成18年10月1日付で、ＪＩＭＯＳの普通株式１株に対して、当社の普通株式１．１７株の割合にて株式交

換したため、ＪＩＭＯＳが発行した新株予約権に関するＪＩＭＯＳの義務は、新株予約権の目的である株式数

及び新株予約権行使時の払込金額につき株式交換比率に応じた調整をおこなったうえで、当社が承継いたしま

す。 

４ 平成18年10月1日付で、ＪＩＭＯＳの普通株式１株に対して、当社の普通株式１．１７株の割合にて株式交

換したため、新株予約権１個につき目的となる株式数は１．１７株であります。 

５ 平成18年10月1日付で、ＪＩＭＯＳの普通株式１株に対して、当社の普通株式１．１７株の割合にて株式交

換したため、新株予約権の行使時の払込金額は372,124円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格は372,124円、資本組入額は186,062円となっております。 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） ― 1,185（注）４ 

新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） ― 1,386.45（注）４ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） ― 372,124（注）５ 

新株予約権の行使期間  ― 
 平成18年10月１日～ 

平成23年９月30日  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      ― 

資本組入額     ― 

発行価格      372,124 

資本組入額     186,062 

新株予約権の行使の条件 ― （注）１,２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 ― 
新株予約権の譲渡、質入その

他一切の処分は認めない。 

代用払込みに関する事項 ―  ― 



   株式交換により株式会社ＪＩＭＯＳからその義務を承継した新株予約権 

⑨ 株式会社ＪＩＭＯＳの定時株主総会の特別決議（平成16年９月29日） 

 （注）１ 新株予約権の割当てを受けた者（以下、「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社もし

くは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を有しているものとしております。ただし、当該新

株予約権者が権利行使時において、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれでも

ない場合であっても、権利行使に先立ち、当該行使にかかる新株予約権の数及び行使の時期につき、当該取

締役会の承認を得た場合には、この限りではありません。 

２ その他の条件については、本取締役会決議、株主総会決議並びに株主総会以後に開催される取締役会決議に

基づき、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員との間で締結いたしました「株式会社ＪＩ

ＭＯＳ第５回新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとしております。 

３ 平成18年10月1日付で、ＪＩＭＯＳの普通株式１株に対して、当社の普通株式１．１７株の割合にて株式交

換したため、ＪＩＭＯＳが発行した新株予約権に関するＪＩＭＯＳの義務は、新株予約権の目的である株式数

及び新株予約権行使時の払込金額につき株式交換比率に応じた調整をおこなったうえで、当社が承継いたしま

す。 

４ 平成18年10月1日付で、ＪＩＭＯＳの普通株式１株に対して、当社の普通株式１．１７株の割合にて株式交

換したため、新株予約権１個につき目的となる株式数は１．１７株であります。 

５ 平成18年10月1日付で、ＪＩＭＯＳの普通株式１株に対して、当社の普通株式１．１７株の割合にて株式交

換したため、新株予約権の行使時の払込金額は189,853円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格は189,853円、資本組入額は94,927円となっております。 

⑩ 株主総会の特別決議（平成18年６月29日） 

  当社株券等の取得や買収提案等への対応策として、平成18年６月29日開催の当社定時株主総会での決議をへ

て、当該対応策の一環として、新株予約権の無償割当ての決定の取締役会への委任を決議いたしました。 

  

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） ― 210（注）４ 

新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） ― 245.7（注）４ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） ― 189,853（注）５ 

新株予約権の行使期間  ― 
 平成19年10月１日～ 

平成27年９月30日  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格      ― 

資本組入額     ― 

発行価格      189,853 

資本組入額      94,927 

新株予約権の行使の条件 ― （注）１,２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 ― 
新株予約権の譲渡、質入その

他一切の処分は認めない。 

代用払込みに関する事項 ―  ― 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）１ 旧商法第280条ノ20並びに第280条ノ21に基づく新株予約権行使による増加。 

２ 平成18年10月１日付の株式交換により、発行済株式総数が58,229株増加しております。 

３ 平成18年10月１日付の会社分割により、資本金が350,000千円及び資本準備金が87,500千円減少しておりま

す。 

  

(4）【大株主の状況】 

年月日 
発行済株式総数 資本金 資本準備金 

摘要 
増減数 残高 増減額 残高 増減額 残高 

平成18年４月１日

～ 

平成18年９月30日 

（注）１ 

株 株 千円 千円 千円 千円 
  

627 231,394 51,616 5,503,317 51,616 3,135,995   

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数 
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合 

    株 ％ 

堀 主知ロバート 東京都港区 26,854 11.6 

株式会社リクルート 東京都中央区銀座８－４－17 25,300 10.9 

オムロン株式会社 東京都港区虎ノ門３－４－10 10,800 4.7 

岩井 陽介 東京都世田谷区 10,066 4.4 

株式会社らうむず 大阪市中央区高麗橋４－６－14 8,043 3.5 

バイエリッシュフェラインスバ

ンクアーゲーカスタマーアカウ

ント（常任代理人 株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行） 

AM SEDERAHAGER 5,MUNICH, F.R.GERMANY

（東京都千代田区丸の内２－７－１） 
8,000 3.5 

日本テレビ放送網株式会社 東京都港区東新橋１－６－１ 7,500 3.2 

株式会社イマジカ・ロボットホ

ールディングス 
大阪市北区同心１－８－14 7,050 3.0 

立石 知雄 京都市上京区 3,704 1.6 

大和証券株式会社 東京都千代田区大手町２－６－４ 1,941 0.8 

計 ― 109,258 47.2 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が38株含まれております。 

ただし、当該株式は議決権の数（個）には含まれておりません。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価はジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ― 

完全議決権株式（その他）   普通株式 231,394 231,356 ― 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 231,394 ― ― 

総株主の議決権 ― 231,356 ― 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 206,000 179,000 145,000 134,000 114,000 102,000 

最低（円） 165,000 130,000 106,000 75,200 86,800 80,500 



３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

（1）新任役員 

（2）退任役員 

（3）役職の異動 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

就任年月日

取締役 上席執行役員 細田 洋平  昭和42年３月15日生

平成11年12月 株式会社メディオポート設立 

代表取締役社長 

平成16年１月 株式会ＪＩＭＯＳ 入社 

平成16年９月 同社 取締役 

平成17年５月 株式会社アウトレットプラザ 

取締役 

平成17年12月 株式会社コマースニジュウイ

チ 取締役（現任） 

平成18年１月 株式会社ＪＩＭＯＳ 取締役

副社長  

平成18年９月 同社 代表取締役（現任） 

平成18年10月 当社 取締役兼上席執行役員

（現任） 

― 
平成18年 

10月１日 

取締役   北 畠 光 弘  昭和12年12月24日生 

平成７年４月 伊藤忠商事株式会社常務取締

役  

平成８年６月 同社 理事（現任）  

平成８年６月 株式会社ＣＲＣソリューショ

ンズ 入社 

平成14年６月 同社 取締役会長  

平成17年６月 同社 理事（現任）  

平成18年10月 当社 取締役（現任）  

― 
平成18年 

10月１日 

役名 職名 氏名 退任年月日 

取締役 執行役員副社長 岩 井 陽 介  平成18年９月30日 

取締役 執行役員副社長 山 下 伸一郎 平成18年９月30日  

取締役 執行役員副社長 吉 川 友 貞 平成18年９月30日  

取締役 執行役員副社長 加 藤 隆 哉 平成18年７月15日  

取締役 代表執行役員 川 田 敦 昭 平成18年９月30日   

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役 グループＣＥＯ 代表取締役 
会長 兼 社長 兼代

表執行役員 
堀 主知ロバート 平成18年９月30日

取締役 上席執行役員 代表取締役 
副社長 兼 ＣＳＯ

（最高戦略責任者）
中 島 謙一郎 平成18年９月30日

代表取締役 会長 取締役 ― 小 村 富士夫 平成18年10月１日



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２ 監査証明について 

  当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日

まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間財務諸表に

ついて、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。また、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平

成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の

中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

 前中間連結会計期間及び前中間会計期間 監査法人トーマツ 

 当中間連結会計期間及び当中間会計期間 新日本監査法人 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金     2,935,154 2,060,808   1,946,363

２ 受取手形及び売掛金     3,632,215 3,949,713   4,051,301

３ たな卸資産     43,219 11,092   23,199

４ その他     440,154 768,157   787,842

５ 貸倒引当金     △30,417 △25,185   △29,905

流動資産合計     7,020,326 37.4 6,764,586 40.8   6,778,802 35.8

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産  ※1   319,902 1.7 307,177 1.9   314,239 1.6

２ 無形固定資産        

(1）ソフトウェア   686,242 599,658 692,842  

(2）連結調整勘定   74,007 ― ―  

(3）営業権   6,105,643 ― 6,157,484  

(4）のれん   ― 5,917,427 ―  

(5）その他   140,538 7,006,432 37.4 213,891 6,730,977 40.6 311,337 7,161,665 37.8

３ 投資その他の資産        

(1）投資有価証券   3,300,403 1,547,163 3,430,311  

(2）敷金   430,361 454,274 451,594  

(3）その他   681,433 766,702 820,873  

(4）貸倒引当金   △3,202 4,408,995 23.5 ― 2,768,140 16.7 ― 4,702,779 24.8

固定資産合計     11,735,330 62.6 9,806,295 59.2   12,178,684 64.2

資産合計     18,755,656 100.0 16,570,881 100.0   18,957,486 100.0

          

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１ 買掛金     1,496,182 1,666,526   1,597,519

２ 短期借入金     300,385 2,654,855   244,747

３ 未払金 ※２   3,272,072 417,792   2,870,721

４ 未払法人税等     376,071 34,404   295,156

５ 賞与引当金     40,090 94,924   63,971

６ その他     152,029 188,402   222,106

流動負債合計     5,636,830 30.1 5,056,906 30.5   5,294,222 28.0

Ⅱ 固定負債        

１ 社債     75,000 370,500   379,477

２ 長期借入金     160,675 104,733   112,237

３ 退職給付引当金     22,239 18,948   22,327

４ その他     2,072 ―   1,511

固定負債合計     259,986 1.4 494,182 3.0   515,553 2.7

負債合計     5,896,817 31.5 5,551,088 33.5   5,809,776 30.7

（少数株主持分）        

少数株主持分     402,881 2.2 ― ―   723,331 3.8

（資本の部）        

Ⅰ 資本金     5,426,925 28.9 ― ―   5,451,700 28.8

Ⅱ 資本剰余金     5,483,621 29.2 ― ―   5,508,395 29.1

Ⅲ 利益剰余金     1,692,441 9.0 ― ―   1,450,860 7.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金     5,424 0.0 ― ―   2,829 0.0

Ⅴ 為替換算調整勘定     △152,454 △0.8 ― ―   10,592 0.0

資本合計     12,455,957 66.3 ― ―   12,424,378 65.5

負債、少数株主持分及び
資本合計 

    18,755,656 100.0 ― ―   18,957,486 100.0

  （純資産の部）                     

 Ⅰ 株主資本                     

  １ 資本金     ― ―   5,503,317 33.2   ― ― 

  ２ 資本剰余金     ― ―   5,560,012 33.6   ― ― 

  ３ 利益剰余金     ― ―   △771,358 △4.7   ― ― 

   株主資本合計     ― ―   10,291,971 62.1   ― ― 

 Ⅱ 評価・換算差額等                    

  １ その他有価証券評価差額
金 

    ― ―   10,316 0.0   ― ― 

  ２ 為替換算調整勘定     ― ―   △56,132 △0.3   ― ― 

評価・換算差額等 
合計      

    ― ―   △45,816 △0.3   ― ― 

 Ⅲ 新株予約権     ― ―   3,555 0.0   ― ― 

 Ⅳ 少数株主持分     ― ―   770,082 4.7   ― ― 

   純資産合計     ― ―   11,019,793 66.5   ― ― 

   負債純資産合計     ― ―   16,570,881 100.0   ― ― 

                      



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     6,819,804 100.0 8,450,215 100.0   15,089,011 100.0

Ⅱ 売上原価     4,508,425 66.1 4,884,096 57.8   9,526,737 63.1

売上総利益     2,311,379 33.9 3,566,119 42.2   5,562,274 36.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   2,290,054 33.6 3,221,017 38.1   5,809,444 38.5

営業利益又は営業損失
（△） 

    21,325 0.3 345,102 4.1   △247,169 △1.6

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息   24  170 7,976   

２ 持分法による投資利益   20,303  ― 35,466   

３ 為替差益   56,207  ― 301,744   

４ その他   4,572 81,108 1.2 346 516 0.0 7,749 352,936 2.3

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息   4,098  63,384 33,999   

２ 新株予約権信託費用   11,512  ― 14,503   

３ 新株発行費   19,411  ― 18,720   

４ 為替差損   ―  326,452 ―   

５ 持分法による投資損失   ―  1,900,976 ―   

６ その他   2,553 37,575 0.6 ― 2,290,813 27.1 2,639 69,863 0.5

経常利益又は経常損失
（△） 

    64,858 0.9 △1,945,195 △23.0   35,903 0.2

Ⅵ 特別利益          

１ 投資有価証券売却益   853,112  ― ―   

２ 関係会社株式売却益   ―  ― 853,112   

３ 持分変動利益   ― 853,112 12.5 738 738 0.0 ― 853,112 5.7

Ⅶ 特別損失          

１ 固定資産除却損 ※２ 1,040  ― 7,639   

２ 関係会社株式売却損   ―  ― 96,369   

３ ソフトウェア評価損   52,217  47,864 79,713   

４ 持分変動損失   39,252  ― 45,521   

５ 事業整理損 ※３ 108,668  ― 108,227   

６ 連結調整勘定償却額   330,532  ― 396,317   

７ その他   ― 531,711 7.8 11,062 58,927 0.7 76,262 810,051 5.4

税金等調整前中間（当
期）純利益又は税金等調
整前中間純損失（△） 

    386,259 5.6 △2,003,384 △23.7   78,964 0.5

法人税、住民税及び事業
税 

  355,223  17,306 623,861   

過年度法人税等   ―  40,844 ―   

法人税等調整額   79,109 434,332 6.4 98,650 156,801 1.8 △168,802 455,058 3.0

少数株主利益又は少数株
主損失（△） 

    △146,047 △2.2 23,494 0.3   △232,486 1.5

中間純利益又は中間（当
期）純損失（△） 

    97,973 1.4 △2,183,680 △25.8   △143,607 △1.0

          



③【中間連結剰余金計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高     3,324,110 3,324,110

Ⅱ 資本剰余金増加高     

1 新株発行に伴う増加高   2,159,510 2,159,510 2,184,285 2,184,285

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    5,483,621 5,508,395

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高     1,663,353 1,663,353

Ⅱ 利益剰余金増加高     

1 中間純利益又は当期純
損失（△） 

  97,973 97,973 △143,607 △143,607

Ⅲ 利益剰余金減少高     

1 配当金   68,886 68,886 68,886 68,886

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    1,692,441 1,450,860

      



④【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

  

  （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
5,451,700 5,508,395 1,450,860 12,410,956 

中間連結会計期間中の変動額     

新株の発行 51,616 51,616 ― 103,233 

剰余金の配当 （注） ― ― △38,538 △38,538 

中間純損失 ― ― △2,183,680 △2,183,680 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 

  

― ― ― ― 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
51,616 51,616 △2,222,218 △2,118,985 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
5,503,317 5,560,012 △771,358 10,291,971 

 

評価・換算差額等 

新株予約権
少数株主持
分 

純資産合計 その他有価
証券評価差
額金 

為替換算調
整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
2,829 10,592 13,422 ― 723,331 13,147,710 

中間連結会計期間中の変動額       

新株の発行 ― ― ― ― ― 103,233 

剰余金の配当 （注） ― ― ― ― ― △38,538 

中間純損失 ― ― ― ― ― △2,183,680 

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額（純

額） 

  

7,486 △66,725 △59,238 3,555 46,751 △8,932 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
7,486 △66,725 △59,238 3,555 46,751 △2,127,917 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
10,316 △56,132 △45,816 3,555 770,082 11,019,793 



⑤【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１ 税金等調整前中間
（当期）純利益・純
損失（△） 

  386,259 △2,003,384 78,964

２ 減価償却費   220,113 253,436 766,399

３ のれん償却額    ― 188,137 ―

４ 連結調整勘定償却額   338,755 ― 412,763

５ 事業整理損   108,668 ― 108,227

６ 貸倒引当金の減少額
（△） 

  △2,726 △4,720 △6,440

７ 賞与引当金の増加
額・減少額（△） 

  △102,725 30,953 △77,754

８ 退職給付引当金の減
少額（△） 

  △10,052 △3,378 △9,963

９ 受取利息及び受取配
当金 

  △24 △170 △7,976

10 支払利息   4,098 63,384 33,999

11 持分法による投資利
益（△）・損失 

  △20,303 1,900,976 △35,466

12 投資有価証券売却益   △853,112 ― △853,112

13 投資有価証券売却損   ― ― 96,369

14 固定資産除却損   1,040 ― 7,639

15 ソフトウェア評価損   52,217 47,864 79,713

16 持分変動利益（△）
損失 

  39,252 △738 45,521

17 売上債権の増加額
（△）・減少額 

  94,028 88,533 △332,100

18 たな卸資産の減少額   19,513 12,107 39,533

19 仕入債務の増加額・
減少額（△） 

  △107,147 73,744 △21,961

20 未払金の減少額
（△） 

  △170,503 △259,898 △649,791

21 その他   △59,562 258,587 △100,434

小計   △62,210 645,435 △425,869

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

22 利息及び受取配当金
の受取額 

  24 170 7,484

23 持分法適用会社から
の配当金の受取額 

  14,857 17,333 14,857

24 利息の支払額   △4,524 △63,881 △32,781

25 法人税等の支払額   △854,065 △324,198 △1,191,970

営業活動によるキャ
ッシュ・フロー 

  △905,919 274,858 △1,628,280

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１ 定期預金の純増減額   15,741 △629 15,992

２ 有形固定資産の取得
による支出 

  △58,583 △68,546 △117,140

３ 無形固定資産の取得
による支出 

  △308,050 △208,288 △769,543

４ 無形固定資産の売却
による収入 

  ― 7,000 ―

５ 投資有価証券の取得
による支出 

  △939,660 ― △1,067,660

６ 投資有価証券の売却
による収入 

  994,000 50,665 994,000

７ 連結範囲の変更を伴
う子会社株式の取得
による支出 

※１ △3,683,832 ― △3,825,751

８ 子会社株式の追加取
得による支出 

  ― △2,310,438 ―

９ 連結範囲の変更を伴
う子会社株式の売却
による収入 

※２ ― ― △112,278

10 投資有価証券の回収
による収入 

  ― ― 75,049

11 敷金の差入れによる
支出 

  △58,029 △3,249 △88,001

12 敷金回収による収入   2,438 300 2,838

13 その他   48,748 △56,544 △26,942

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  △3,987,227 △2,589,730 △4,919,438

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

１ 短期借入れによる収
入 

  80,000 2,680,438 200,000

２ 短期借入金の返済に
よる支出 

  △43,998 △290,006 △203,994

３ 長期借入れによる収
入 

  200,000 30,000 200,000

４ 長期借入金の返済に
よる支出 

  △52,148 △57,137 △116,228

５ 社債発行による収入   ― ― 319,224

６ 社債償還による支出   △25,000 △25,000 △50,000

７ 株式の発行による収
入 

  4,299,608 103,233 4,349,850

８ 少数株主の株式引受
による払込額 

  40,000 25,000 435,000

９ 配当金の支払額   △69,138 △34,762 △69,429

財務活動によるキャ
ッシュ・フロー 

  4,429,324 2,431,765 5,064,422

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  △103,685 △3,077 △72,752

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額・減少額（△） 

  △567,507 113,816 △1,556,047

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  3,253,984 1,697,936 3,253,984

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  2,686,477 1,811,752 1,697,936



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 ６社 

連結子会社の名称 

ギガフロップス株式会社 

株式会社Ｃ＆Ｔモバイルサ

ポート 

アクシスソフト株式会社 

CYB INVESTMENT INC. 

Airborne Entertainment  

Inc. 

株式会社プラスモバイルコ

ミュニケーションズ 

 CYB INVESTMENT INC.及び株式

会社プラスモバイルコミュニケー

ションズにつきましては、当中間

連結会計期間に新規設立したこと

に伴い、当中間連結会計期間より

連結の範囲に含めております。 

 Airborne Entertainment Inc.

につきましては、CYB INVESTMEN

T INC.を通じ株式を取得し、当中

間連結会計期間より連結の範囲に

含めております。ただし、みなし

取得日を当中間連結会計期間末と

しているため、中間貸借対照表の

み連結しております。 

(1）連結子会社の数  ９社 

連結子会社の名称 

ギガフロップス株式会社 

アクシスソフト株式会社 

CYB INVESTMENT INC. 

Airborne Entertainment  

Inc. 

Cellus U.S.A.,INC.  

株式会社プラスモバイルコ

ミュニケーションズ 

株式会社サイバード・イン

ベストメント・パートナー

ズ 

株式会社サイバード・モバ

イルキャスティング  

サイバード・プラスモバイ

ル・ファンド投資事業有限

責任組合 

(1）連結子会社の数 ９社 

連結子会社の名称 

ギガフロップス株式会社  

アクシスソフト株式会社 

CYB INVESTMENT INC. 

Airborne Entertainment  

Inc. 

    Cellus U.S.A.,INC.  

株式会社プラスモバイルコ

ミュニケーションズ 

株式会社サイバード・イン

ベストメント・パートナー

ズ 

株式会社サイバード・モバ

イルキャスティング  

サイバード・プラスモバイ

ル・ファンド投資事業有限

責任組合 

 前連結会計年度において連結の

範囲に含めておりました、株式会

社Ｃ＆Ｔモバイルサポートにつき

ましては、株式の売却に伴い連結

の範囲より除外しております。た

だし、平成17年４月１日から平成1

8年３月31日（みなし売却日）まで

の同社の損益計算書・剰余金計算

書及びキャッシュ・フロー計算書

については連結しております。 

 CYB INVESTMENT INC.、株式会社

プラスモバイルコミュニケーショ

ンズ、株式会社サイバード・イン

ベストメント・パートナーズ、株

式会社サイバードモバイルキャス

ティング、サイバード・プラスモ

バイル・ファンド投資事業有限責

任組合につきましては、当連結会

計年度に新規に設立したことに伴

い、当連結会計年度より連結の範

囲に含めております。  

 Airborne Entertainment Inc.に

つきましては、CYB INVESTMENT IN

C.を通じ株式を取得したことによ

り当連結会計年度より連結の範囲

に含めております。 

 (2）主要な非連結子会社の名称等 

 該当事項ありません。 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

 同左 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

 同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法を適用した非連結子会

社はありません。 

(1）      同左 (1）     同左 

 (2）持分法を適用した関連会社の

数 ２社 

(2）持分法を適用した関連会社の

数 ２社 

(2）持分法を適用した関連会社の

数 ２社 

 持分法を適用した関連会社の

名称 

株式会社ディムーブ 

株式会社JIMOS 

 株式会社JIMOSにつきまして

は、株式の追加取得に伴い当社の

議決権比率が20％を超えたため、

持分法適用の関連会社としており

ます。 

 ＫＬab株式会社につきまして

は、当中間連結会計期間中に株式

を売却したため、持分法適用の範

囲より除外しております。なお、

みなし売却日までの損益は取り込

んでおります。 

持分法を適用した関連会社の

名称 

株式会社ディムーブ 

株式会社JIMOS 

持分法を適用した関連会社の

名称 

株式会社ディムーブ 

株式会社JIMOS 

 株式会社JIMOSにつきましては、

株式の追加取得に伴い当社の議決

権比率が20％を超えたため、当連

結会計年度より持分法適用の関連

会社としております。 

 ＫＬab株式会社につきまして

は、当連結会計年度中に株式を売

却したため、持分法適用の範囲よ

り除外しております。なお、みな

し売却日までの損益は取り込んで

おります。 

 (3）持分法を適用しない関連会社

及び非連結子会社はありませ

ん。 

(3）     同左 (3）     同左 

 (4）持分法を適用しない理由 

該当事項ありません。 

(4）持分法を適用しない理由 

同左 

(4）持分法を適用しない理由 

同左 

 (5）持分法の適用の手続について

特に記載する必要があると認め

られる事項 

 持分法適用会社のうち、株式

会社JIMOSの中間決算日は12月3

1日であります。中間連結財務

諸表の作成にあたっては、同社

の直近の中間連結会計期間に係

る中間連結財務諸表を使用して

おります。 

(5）持分法の適用の手続について

特に記載する必要があると認め

られる事項 

 持分法適用会社のうち、株式

会社JIMOSの中間決算日は12月3

1日であります。中間連結財務

諸表の作成にあたっては、同社

の直近の中間連結会計期間に係

る中間連結財務諸表を使用して

おります。なお、中間連結決算

日との間に生じた重要な取引に

ついては、持分法適用上必要な

調整を行っております。 

(5）持分法の適用の手続について

特に記載する必要があると認め

られる事項 

 持分法適用会社のうち、株式

会社JIMOSの決算日は６月30日で

あります。連結財務諸表の作成

にあたっては、同社の直近の連

結会計年度に係る連結財務諸表

を使用しております。 

３ 連結子会社の中間決算日

（事業年度）等に関する

事項 

 連結子会社の内、CYB  

INVESTMENT INC.及び同社の連結

子会社であるAirborne  

Entertainment Inc.の中間決算日

は、いずれも６月30日でありま

す。中間連結財務諸表の作成にあ

たり、同日現在のCYB INVESTMENT 

INC.の中間連結財務諸表を使用し

ております。なお、中間連結決算

日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っ

ております。 

 その他の連結子会社の中間決算

日は、中間連結決算日と一致して

おります。 

 連結子会社の内、CYB  

INVESTMENT INC.及び同社の連結

子会社であるAirborne  

Entertainment Inc.、Cellus U.

S.A.,INC. 並びにサイバード・プ

ラスモバイル・ファンド投資事業

有限責任組合の中間決算日は、い

ずれも６月30日であります。中間

連結財務諸表の作成に当たり、CY

B INVESTMENT INC.については同

日現在のCYB INVESTMENT INC.の

中間連結財務諸表を使用しており

ます。なお、当中間連結決算日と

の間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

 また、サイバード・プラスモバ

イル・ファンド投資事業有限責任

組合については、中間連結決算日

において仮決算を行っておりま

す。その他の連結子会社の中間決

算日は、中間連結決算日と一致し

ております。 

 連結子会社の内、CYB  

INVESTMENT INC.及び同社の連結子

会社であるAirborne  

Entertainment Inc.、Cellus U.S.

A.,INC.並びにサイバード・プラス

モバイル・ファンド投資事業有限

責任組合の決算日は、いずれも12

月31日であります。連結財務諸表

の作成にあたり、CYB INVESTMEN

T INC.については同日現在のCYB I

NVESTMENT INC.の連結財務諸表を

使用しております。なお、当連結

決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っております。 

 また、サイバード・プラスモバ

イル・ファンド投資事業有限責任

組合については、連結決算日にお

いて仮決算を行っております。そ

の他の連結子会社の事業年度の末

日は、連結決算日と一致しており

ます。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する事

項 

      

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの： 

中間連結決算日の市場価

格に基づく時価法 

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定しております。） 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの： 

同左 

  

（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定しております。） 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの： 

連結決算日の市場価格に

基づく時価法 

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定しております。） 

 時価のないもの： 

移動平均法による原価法 

時価のないもの： 

同左 

時価のないもの： 

同左 

 投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資

（証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされ

るもの）： 

  ――――― 

投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資

（証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされ

るもの）：  

組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可

能な最近の決算書類を基

礎とし、持分相当額で取

り込む方法によっており

ます。  

 投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資

（証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされ

るもの）： 

  ――――― 

 ② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

② デリバティブ 

同左 

 ③ たな卸資産 

商品： 

移動平均法による原価法 

③ たな卸資産 

商品： 

同左 

③ たな卸資産 

商品： 

同左 

 仕掛品： 

個別法による原価法 

仕掛品： 

同左 

仕掛品： 

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

 定率法によっております。た

だし、建物（附属設備を除く）

については定額法によっており

ます。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物      ８～50年 

器具及び備品  ５～６年 

① 有形固定資産 

同左 

① 有形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

ソフトウェア（自社利用） 

 定額法によっており、利用

可能期間は３～５年でありま

す。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左  

 営業権 

 所在地国の会計基準に基づ

く定額法（２～12年）によっ

ております。ただし、米国連

結子会社の営業権の内、識別

可能な無形固定資産以外の部

分については、米国財務会計

基準審議会基準書第142号の

適用により償却を行っており

ません。 

のれん 

 所在地国の会計基準に基づ

く定額法（２～12年）によっ

ております。ただし、米国連

結子会社ののれんの内、識別

可能な無形固定資産以外の部

分については、米国財務会計

基準審議会基準書第142号の

適用により償却を行っており

ません。 

営業権 

 所在地国の会計基準に基づ

く定額法（２～12年）によっ

ております。ただし、米国連

結子会社の営業権の内、識別

可能な無形固定資産以外の部

分については、米国財務会計

基準審議会基準書第142号の適

用により償却を行っておりま

せん。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3）重要な繰延資産の処理

方法 

① 新株発行費 

 支出時に全額費用として計上し

ております。 

① 新株発行費 

同左 

 ① 新株発行費 

同左 

   

 ――――― 

 ② 株式交付費 

 支出時に全額費用として計上し

ております。 

  

 ――――― 

(4）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、賞与支給

見込額に基づき計上しておりま

す。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、翌連結会

計年度の賞与支給見込額のう

ち、当連結会計年度に帰属する

部分の金額を計上しておりま

す。 

 ③ 退職給付引当金 

 一部の国内連結子会社につい

て、従業員に対する退職金の支

給に備えるため、当中間連結会

計期間末における退職給付債務

の見込額に基づき、当中間連結

会計期間末日現在において発生

していると認められる額を計上

しております。 

③ 退職給付引当金 

同左 

③ 退職給付引当金 

 一部の国内連結子会社につい

て、従業員に対する退職金の支

給に備えるため、当期末におけ

る退職給付債務の見込額に基づ

き、当期末において発生してい

ると認められる額を計上してお

ります。 

(5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は中間連結

決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

 なお、在外子会社の資産及び負

債は、当該会社の中間決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は資本の部における為替

換算調整勘定に含めて計上してお

ります。 

 外貨建金銭債権債務は中間連結

決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

 なお、在外子会社の資産及び負

債は、当該会社の中間決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場より

円貨に換算し、換算差額は純資産

の部における為替換算調整勘定及

び少数株主持分に含めて計上して

おります。 

 外貨建金銭債権債務は連結決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

しております。 

 なお、在外子会社の資産及び負

債は、当該会社の決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場より円貨

に換算し、換算差額は少数株主持

分及び資本の部における為替換算

調整勘定に含めて計上しておりま

す。 

(6）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

(7）その他中間連結（連

結）財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(8）親会社と連結子会社の

会計処理基準の主要な

差異の概要 

 連結子会社CYB INVESTMENT IN

C.は米国法人であり、その中間連

結財務諸表は、米国会計基準に準

拠しております。なお、同社にお

ける連結子会社の資産及び負債の

評価は、部分時価評価法によって

おり、投資差額（営業権）につき

ましても、識別可能な無形固定資

産以外の部分については、米国財

務会計基準審議会基準書第142号

の適用により償却を行っておりま

せん。 

 連結子会社CYB INVESTMENT IN

C.は米国法人であり、その中間連

結財務諸表は、米国会計基準に準

拠しております。なお、同社にお

ける連結子会社の資産及び負債の

評価は、部分時価評価法によって

おり、投資差額（のれん）につき

ましても、識別可能な無形固定資

産以外の部分については、米国財

務会計基準審議会基準書第142号

の適用により償却を行っておりま

せん。 

 連結子会社CYB INVESTMENT INC.

は米国法人であり、その当連結財

務諸表は、米国会計基準に準拠し

ております。なお、同社における

連結子会社の資産及び負債の評価

は、部分時価評価法によってお

り、投資差額（営業権）につきま

しても、識別可能な無形固定資産

以外の部分については、米国財務

会計基準審議会基準書第142号の適

用により償却を行っておりませ

ん。 

５ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金及び随時引

き出し可能な預金、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっており

ます。 

 同左  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金及び随時引き出

し可能な預金及び当連結会計年度

に新たに取得した容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっておりま

す。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

固定資産の減損に係る会計基

準 

 当中間連結会計期間より、固定

資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」（企業会計審

査会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これによる

損益に与える影響はありません。 

 ―――――  当連結会計年度から、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審査会 

平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第

６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これによる損益に

与える影響はありません。 

 貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等 

 ―――――  当中間連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」(企業会計基準第5

号 平成17年12月9日)及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」(企業

会計基準適用指針第8号 平成17

年12月9日)を適用しております。

従来の方法によった場合の資本の

部の合計に相当する金額は

10,246,154千円であります。な

お、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産

の部については、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成してお

ります。 

 ――――― 

 ストック・オプション等に

関する会計基準等 

―――――  当中間連結会計期間より、「ス

トック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準第８号 

平成17年12月27日）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第11号 平成18年５月31

日）を適用しております。これに

より、営業利益が、3,555千円減

少し経常損失及び税金等調整前中

間純損失が同額増加しておりま

す。 

 ――――― 



表示方法の変更 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において固定負債の「その他」に

含めて表示しておりました「長期借入金」（前中間連結

会計期間末2,928千円）については、重要性が増したた

め、当中間連結会計期間より区分掲記しております。 

（中間連結貸借対照表） 

 当中間連結会計期間より、改正後の中間連結財務諸表

規則に基づき、営業権を「のれん」として表示しており

ます。 

（中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間において営業外収益の「その他」

に含めて表示しておりました「為替差益」（前中間連結

会計期間192千円）については、当中間連結会計期間にお

いて、営業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲

記しております。 

 前中間連結会計期間において営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりました「新株発行費」（前中間連

結会計期間94千円）については、当中間連結会計期間に

おいて、営業外費用の総額の100分の10を超えたため区分

掲記しております。 

（中間連結損益計算書） 

  

  

  

 ――――― 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

245,874千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

290,669千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

250,019千円 

※２ 当中間連結会計期間末の未払金の中に

は、Airborne Entertainment Inc株式取

得に係る未払金2,260,200千円が含まれ

ております。 

 ――――― ※２ 当連結会計年度末の未払金の中には、

Airborne Entertainment Inc.株式取得

に係る未払金2,350,000千円が含まれて

おります。 

 ３ 当座借越契約 

 親会社においては、運転資金の効率的

な調達、及び子会社であるCYB  

INVESTMENT INC.におけるAirborne  

Entertainment Incの取得代金の未払金

支出に備えるため、取引銀行５行と当座

借越契約を締結しております。 

 当中間連結会計期間末における当座借

越契約に係る借入金実行残高等は次のと

おりであります。 

 ３ 当座借越契約 

 親会社においては、運転資金の効率的

な調達のため、取引銀行４行と当座借越

契約を締結しております。 

 当中間連結会計期間末における当座借

越契約に係る借入金実行残高等は次のと

おりであります。 

 ３ 当座借越契約 

 親会社においては、運転資金の効率的

な調達、及び子会社であるCYB  

INVESTMENT INC.におけるAirborne  

Entertainment Incの取得代金の未払金

支出に備えるため、取引銀行４行と当座

借越契約を締結しております。 

 当連結会計年度末における当座借越契

約に係る借入金実行残高等は次のとおり

であります。 

当座借越極度額 6,500百万円

借入実行残高 －百万円

当座借越極度額 4,500百万円

借入実行残高 100百万円

当座借越極度額 6,500百万円

借入実行残高 －百万円

 ４ 偶発債務 

 Airborne Entertainment Incの株式の

取得に際し、旧株主に対して剰余収益受

領権を付与しており、同社の2006年度業

績計画の達成状況に応じ、17百万USDを

上限として、その0％～100％分につき、

付加的な支払いを実施する予定です。 

 ４ 偶発債務 

同左 

 ４ 偶発債務 

同左  



（中間連結損益計算書関係） 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加627株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加627株であります。

新株予約権に関する事項 

 （注）１.平成14年新株予約権及び平成15年新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

    ２.平成16年新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

配当に関する事項 

配当金支払額 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

広告宣伝費 78,777千円

貸倒引当金繰入額 30,404千円

給与手当 541,090千円

賞与引当金繰入額 20,193千円

研究開発費 227,814千円

支払手数料 800,644千円

広告宣伝費 104,784千円

貸倒引当金繰入額 26,931千円

給与手当 725,470千円

賞与引当金繰入額 42,018千円

研究開発費 465,673千円

支払手数料 859,026千円

広告宣伝費 236,980千円

貸倒引当金繰入額 29,892千円

役員報酬 270,378千円

給与手当 1,158,687千円

福利厚生費  148,098千円

賞与引当金繰入額 33,912千円

旅費交通費  127,003千円

研究開発費 972,678千円

支払手数料 1,852,792千円

※２ 固定資産除却損  ※２ 固定資産除却損 

ソフトウェア 1,040千円 ――――― 原状回復費 1,917千円

ソフトウェア 1,040千円

器具備品 4,680千円

※３ 事業整理損の主なもの   ※３ 事業整理損の主なもの 

事業撤退に伴うソフ

トウェア評価損 
86,706千円

顧問料中途解約金 9,313千円

コールセンター事業

見直しに伴う費用 
12,649千円

――――― 事業撤退に伴うソフ

トウェア評価損 
86,706千円

顧問料中途解約金 8,870千円

コールセンター事業

見直しに伴う費用 
12,651千円

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式（注） 230,767 627 ― 231,394 

合計 230,767 627 ― 231,394 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  当中間連結
会計期間末
残高 
（千円） 

前連結会計
年度末 

当中間連結会
計期間増加 

当中間連結会
計期間減少 

当中間連結
会計期間末 

提出会社

（親会社） 

平成14年新株予約権(注1) 普通株式 900 ― 129 771 ― 

平成15年新株予約権(注1) 普通株式 4,446 ― 498 3,948 ― 

平成16年新株予約権(注2) 普通株式 4,503 ― 18 4,485 ― 

ストックオプションとし

ての新株予約権 
― ― ― ― ― 3,555 

連結子会社  ― ― ― ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― ― 3,555 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 38,538,089 167 平成18年３月31日 平成18年６月29日 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,935,154千円

預金期間が３ヶ月超の定

期預金 
△248,677千円

現金及び現金同等物 2,686,477千円

現金及び預金勘定 2,060,808千円

預金期間が３ヶ月超の定

期預金 
△249,056千円

現金及び現金同等物 1,811,752千円

現金及び預金勘定 1,946,363千円

有価証券 －千円

計 1,946,363千円

預金期間が３ヶ月超の定

期預金 
△248,426千円

現金及び現金同等物 1,697,936千円

※１ 株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳、

並びに当該会社株式の取得価額と当該会

社取得のための支出（純額）との関係 

  ※１ 株式の取得により新たに連結子会社

となった会社の資産及び負債の主な内

訳、並びに当該会社株式の取得価額と当

該会社取得のための支出（純額）との関

係 

Airborne Entertainment Inc.   Airborne Entertainment Inc. 

流動資産 571,846千円

固定資産 657,018千円

投資差額（営業権） 5,850,386千円

流動負債 △1,007,430千円

固定負債 △2,062千円

少数株主持分 △138,955千円

Airborne社株式の 

取得原価 

 5,930,803千円

取得原価の内未払額 △2,212,600千円

Airborne社現金及び

現金同等物 

 △34,370千円

差引：Airborne社 

取得のための支出 

 3,683,832千円

  

  

  ――――― 

流動資産 571,846千円

固定資産 657,018千円

投資差額（営業権） 5,878,945千円

流動負債 △1,007,430千円

固定負債 △2,062千円

少数株主持分 △145,191千円

Airborne社株式の 

取得原価 

 5,953,125千円

取得原価の内未払額 △2,357,400千円

Airborne社現金及び

現金同等物 

 △34,370千円

為替換算差額 264,396千円

差引：Airborne社 

取得のための支出 

 3,825,751千円

   ※２ 株式の売却により連結子会社でなく

なった会社の資産及び負債の主な内訳、

並びに当該会社株式の売却価額と当該会

社売却による支出（純額）との関係 

  株式会社Ｃ＆Ｔモバイルサポート 

流動資産  218,192千円

固定資産 46,154千円

流動負債 △86,092千円

固定負債 －千円

売却損 △96,369千円

Ｃ＆Ｔモバイルサポ

ート社売却価格 

 

81,885千円

(仲介手数料控除後)  

仲介手数料未払金    10,000千円

売却代金未収入金   △91,885千円

現金及び現金同等物 △112,278千円

差引：Ｃ＆Ｔモバイ

ルサポート連結除外

に伴う支出 

 △112,278千円



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引に係る注記 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引に係る注記 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引に係る注記 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

有形固定資産 727,445 290,369 437,075 

ソフトウェア 21,316 11,431 9,884 

合計 748,761 301,801 446,960 

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

有形固定資産 574,593 261,373 313,219

ソフトウェア 33,604 13,643 19,961

合計 608,197 275,016 333,180

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

有形固定資産 650,114 313,725 336,388

ソフトウェア 24,512 14,257 10,255

合計 674,626 327,982 346,643

② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 253,561千円

１年超 402,079千円

合計 655,641千円

１年内 155,156千円

１年超 203,434千円

合計 358,590千円

１年内 151,947千円

１年超 221,592千円

合計 373,539千円

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料 104,729千円

減価償却費相当額 95,185千円

支払利息相当額 12,493千円

支払リース料 105,851千円

減価償却費相当額 89,453千円

支払利息相当額 9,742千円

支払リース料 222,964千円

減価償却費相当額 202,429千円

支払利息相当額 25,178千円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

 （借主側） 

 未経過リース料 

 （借主側） 

 未経過リース料 

 （借主側） 

１年内 359,228千円

１年超 282,119千円

合計 641,348千円

１年内 193,397千円

１年超 153,528千円

合計 346,926千円

１年内 370,125千円

１年超 240,484千円

合計 610,610千円



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

１ 時価のある有価証券 

 該当事項はありません。 

２ 時価評価されていない有価証券 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１ 時価のある有価証券 

２ 時価評価されていない有価証券 

前連結会計期間末（平成18年３月31日） 

１ 時価のある有価証券 

  該当事項はありません。 

２ 前連結会計年度中に売却したその他有価証券  

  該当事項はありません。 

３ 時価評価されていない有価証券 

区分 
中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式 33,641千円 

非上場社債 169,356千円 

  取得原価 
中間連結貸借対照表
計上額 

差額 

株式 2,250千円 2,250千円 ― 

合計 2,250千円 2,250千円 ― 

区分 
中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

US Treasury bill 273,262千円 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 19,598千円 

非上場株式 208,641千円 

非上場社債 114,308千円 

区分 
連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

US Treasury bill 241,336千円 

非上場株式 152,141千円 

非上場社債 164,974千円 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注） 通貨オプション取引は、いわゆる「ゼロコストオプション」であり、オプション料の支払はありません。ま

た、契約金額等には想定元本残高を記載しております。 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

     デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注）１ 通貨オプション取引は、いわゆる「ゼロコストオプション」であり、オプション料の支払はありません。ま

た、契約金額等には想定元本残高を記載しております。 

    ２ 時価の算定については、取引金融機関から提出された価格によっております。 

対象物の種類 取引の種類 
契約金額等 
（千円） 

時価（千円） 評価損益（千円） 

通貨 為替予約取引 1,078,500 1,096,834 18,334 

  通貨オプション取引       

  売建プット（米ドル） 1,050,000 △14,276 △14,276 

  買建コール（米ドル） 1,110,000 24,465 24,465 

合計 3,238,500 1,107,023 28,523 

対象物の種類 取引の種類 
契約金額等 
（千円） 

時価（千円） 評価損益（千円） 

通貨 為替予約取引 1,078,500 1,160,422 81,922 

  通貨オプション取引       

  売建プット（米ドル） 1,050,000 △800 △800 

  買建コール（米ドル） 1,110,000 55,983 55,983 

合計 3,238,500 1,215,605 137,105 



（ストック・オプション等関係） 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

１．当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費  3,555千円 

２．ストック・オプションの内容 

当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。 

  

（注）株式数に換算して記載しております。 

  平成18年ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数 当社の取締役 1名 

 株式の種類別のストック・オプションの付与数（注） 普通株式 200株 

 付与日 平成18年６月１日 

 権利確定条件 ――――― 

 対象勤務期間 ――――― 

 権利行使期間 
自 平成19年９月１日 

至 平成25年８月31日 

 権利行使価格（円） 156,900 

 付与日における公正な評価単価（円） 66,591 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年

４月１日 至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 当連結グループは、携帯電話等を媒体としたコンテンツの提供及びコンテンツ提供システムの開発を主たる

事業としておりますが、当該事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高及び営業利益の合計

額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）  

  
日本 
（千円） 

北米 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

 売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 7,336,858 1,113,356 8,450,215 ―  8,450,215 

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― ― ―  ― 

 計 7,336,858 1,113,356 8,450,215 ―  8,450,215 

 営業費用 6,908,933 1,196,180 8,105,113 ―  8,105,113 

 営業利益又は営業損失 427,925 △82,823 345,102 ―  345,102 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）  

  
日本 
（千円） 

北米 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

 売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 14,208,242 880,769 15,089,011 ― 15,089,011 

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― ― ― ― 

 計 14,208,242 880,769 15,089,011 ― 15,089,011 

 営業費用 14,097,893 1,238,288 15,336,181 ― 15,336,181 

 営業利益又は営業損失 110,348 △357,518 △247,169 ― △247,169 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,113,356 1,113,356 

Ⅱ 連結売上高（千円） ―  8,450,215 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
13.2 13.2 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間純利益又は１株当たり中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の

算定上の基礎は以下のとおりです。 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 54,048円 44,280円 53,839円 

１株当たり中間純利益又は中間

（当期）純損失 
448円 △9,440円 △639円 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益 

  

  

440円 

  

  

  

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、中間純損失が計上さ

れているため記載しておりません。 

  

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、当期純損失

が計上されているため記載して

おりません。 

 当社は、平成16年11月19日付で普

通株式１株に対し普通株式３株の

割合で株式分割を行ないました。 

前期首に当該株式分割が行なわれ

たと仮定した場合の前中間連結会

計期間における１株当たり情報の

各数値はそれぞれ以下のとおりで

す。 

―――――――  ――――――― 

  

 

  

 １株当たり純資産 

37,538円 

  

  

  

  

 １株当たり中間純利益 

5,077円 

  

  

  

  

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益 

5,030円 

  

  

  

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり中間純利益又は中間（当

期）純損失（千円） 
      

中間純利益又は中間（当期）純損失

（千円） 
97,973 △2,183,680 △143,607 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間純利益又は中間

（当期）純損失（千円） 
97,973 △2,183,680 △143,607 

普通株式の期中平均株式数（株） 218,292 231,301 224,396 

潜在株式調査後１株当たり当期純利益       

 当期純利益調整額（千円） ―  ―  ―  

 普通株式増加数（株） 714  ―  ―  

 （うち新株予約権（株）） (714)  ―  ―  

 希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後1株当たり当期純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

   株式会社サイバードの新株予約

権の概要は、「株式等の状況」

の「新株予約権の状況」に記載

しております。  

 株式会社サイバードの新株予約

権の概要は、「株式等の状況」

の「新株予約権の状況」に記載

しております。 

 



 （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    Airborne Entertainment Inc.の

新株予約権の概要は、下記のとお

りあります。 

 社債と同時に割り当てた新株予

約権の概要 

 アクシスソフト株式会社の

新株予約権の状況につきまし

ては、下記のとおりでありま

す。 

ESOP-2004 
168,770個 

(168,770株)

新株予約権の

発行個数及び

株数 

26,634個 

(26,634株) 

株式の発行価

格  
0.0005USD 

株式発行総額 13.31USD 

新株予約権の

付与割合(%) 
0.0 

新株予約権の

行使期間 

株式公開後5

年間  

第3回新株予

約権 

1,616個 

(1,616株)  

第4回新株予

約権 

700個 

(700株)  

 Airborne Entertainment Inc.

の新株予約権の概要は、下記のと

おりあります。また、社債と同時

に割り当てた新株予約権の概要

は、「連結附属明細」の「社債明

細表」に記載しております。 

 アクシスソフト株式会社の

新株予約権の状況につきまし

ては、下記のとおりでありま

す。 

ESOP-2004 
168,770個 

(168,770株)

第1回新株予

約権 

59個 

(59株)  

第2回新株予

約権 

59個 

(59株)  

 前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

 純資産の部の合計額（千円）  － 11,019,793  － 

純資産の部の合計額から控除する

金額（千円） 
 － 773,638  － 

（うち新株予約権） （－） (3,555) （－） 

（うち少数株主持分） （－） (770,082) （－） 

普通株式に係る中間期末（期末）

の純資産額（千円） 
 － 10,246,154  － 

１株当たり純資産額の算定に用い

られた中間期末（期末）の普通株

式の数（株） 

－ 231,394  － 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

─────── １.当社は、平成18年11月17日開催の当社取

締役会において、シンジケーション形式リ

ボルビング・クレジット・ファシリティを

導入につき決議いたしました。 

  シンジケーション形式リボルビング・ク

レジット・ファシリティについて  

   当社はシンジケーション形式リボルビ

ング・クレジット・ファシリティの導入

を次のとおり行いました。 

  

２.当社は、平成18年11月22日開催の当社取

締役会において、株式会社エスクルーの普

通株式の取得により、同社を子会社化する

ことにつき決議いたしました。  

 (１)取得の目的 

 株式会社エスクルーをモバイルコマース

事業を担う戦略子会社に位置付け、中核

事業会社である株式会社サイバード、株

式会社ＪＩＭＯＳとのグループ間シナジ

ーを早期創出することにより、モバイル

コマース事業を一気に加速させるべく推

進いたします。 

 (２)取得内容 

   平成18年11月30日 

 (1) 
目的及び資金使

途  

平成18年11月17日付

で、運転資金等の機

動的かつ効率的な調

達を目的としており

ます。 

 (2) 
アレンジャー及

びエージェント 

株式会社三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行 

 (3) 参加金融機関 株式会社みずほ銀行

 (4) 借入極度額 30億円 

 (5) 契約期間 
平成18年11月17日～

平成19年11月16日 

 取得日  平成18年11月30日 

 取得株数 3,750株  

 取得金額 150,000千円  

 所有割合(％) 53.6%  

１．株式会社JIMOSとの株式交換   

当社（以下、「サイバード」）と

株式会社JIMOS（以下、「JIMOS」）

は、平成18年５月15日開催の両社の

取締役会の決議を経て、平成18年10

月１日を期して、サイバードが株式

交換によりJIMOSを完全子会社とす

る株式交換契約を締結いたしまし

た。 

（１）株式交換の目的 

モバイルにより集客した顧客基盤を活

用し、コマース事業の拡大を目指した

JIMOSとサイバードは、平成17年３月１

日、包括的な業務・資本提携を締結。

双方の持つ特性、競争力、経営資源を

融合させ、資本統合（持株会社設立

等）・グループ経営等も視野に入れな

がら、統合への検討を重ねてまいりま

した。その結果両社は、更なる事業の

拡大と多角化、収益力向上を目指し、

平成18年３月14日付にて両社対等の精

神に基づき、持株会社体制による経営

統合を実施することで基本合意いたし

ました。本株式交換は、経営統合のス

キームにおいて活用するものでありま

す。具体的には、持株会社体制への移

行にあたり、株式交換を活用してJIMOS

をサイバードの完全子会社といたしま

す。併せて会社分割制度の活用によ

り、サイバードを持株会社(商号「株式

会社サイバードホールディングス」)と

し、既存のサイバードの事業を新設会

社(商号「株式会社サイバード」)に承

継し、新設会社及びJIMOSをいずれも持

株会社の完全子会社とするものであり

ます。 

（２）株式交換の条件等 

①株式交換の日程 

平成18年３月14日
経営統合に関する基
本合意書締結 

平成18年３月31日
サイバード 定時株
主総会基準日 

平成18年４月28日  
JIMOS 臨時株主総会
基準日  

平成18年５月15日  
株式交換契約書の締
結  

平成18年６月29日  
サイバード 株式交換契約書

承認の定時株主総会 

平成18年６月30日  
JIMOS  株式交換契約書承

認の臨時株主総会(予定) 

平成18年９月26日  
上場廃止日(JIMOS)
(予定)  

平成18年９月30日  
株券提出期間満了日
(予定)  

平成18年10月１日  
株式交換の効力発生
日(予定)  

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

   (３)取得する子会社の概要 

 (４)取得する子会社の規模  

   平成18年８月期 

 商号 株式会社エスクルー 

 代表者 
 代表取締役社長兼

CEO 正岡 賢 

 本店所在地  東京都渋谷区 

 設立年月日  平成11年10月20日 

 主な事業内容 

 モバイル公式コンテ

ンツの企画・製作・

運営・コンサルティ

ング、各種システム

構築、webアプリケー

ション開発、webサイ

ト企画・開発、webサ

イト運営・管理・保

守、webデザイン業

務、各web系サイトコ

ンサルティング 

 事業年度の末日  ８月31日 

 従業員数  48名(契約社員含む)

 主な事業所  本店所在地に同じ 

 発行済株式総数  7,000株 

 売上高 1,533百万円 

 経常利益 7百万円 

 総資産額 485百万円 

 純資産額 71百万円 

 資本金の額 35百万円 

②株式交換比率 

JIMOSの株式交換の日の前日の最

終の株主名簿、及び実質株主名簿に

記載または記録された株主、及び実

質株主に対し、JIMOSの普通株式１

株に対して、サイバードの普通株式

1.17株を割当交付します。ただし、

サイバードが保有するJIMOSの普通

株式12,381株については割当て交付

を行いません。 

③株式交換によりサイバードが発行

する新株式数 

普通株式： 57,545株 

なお、上記株式数は、平成18年３

月31日現在のJIMOSの発行済株式数

を基準に算出したものであり、新株

予約権の権利行使により、増加する

可能性があります。 

（３）株式会社JIMOSの概要 

代表者   小村 富士夫 

資本金   1,176百万円  

      (平成17年12月末現在) 

本店所在地 福岡県福岡市中央区天神

１丁目４番２号 

①主な事業内容   

通信販売業、卸売業、通販支援事

業、その他事業 

②売上高及び当期純利益 

（平成17年６月期：連結ベース） 

売上高   12,641百万円  

当期純利益   753百万円 

③資産、負債、資本の状況 

（平成17年６月末日：連結ベース） 

資産合計   6,960百万円 

負債合計   1,874百万円 

資本合計   5,086百万円 

２．会社分割による当社既存事業の分

社化 

当社は、平成18年５月15日開催

の取締役会において、平成18年10

月２日を分割の効力発生日として

当社の既存事業を分社化し、当該

事業を新設会社に承継することに

より持株会社体制に移行すること

を決議しました。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    （１）会社分割の目的 

今回の新設分割による会社分割は、当

社の既存事業を分割により新設される新

設会社に承継し、当社が、株式会社

JIMOS及び当該新設会社を完全子会社と

する持株会社へ移行することを目的とし

ております。 

    （２）会社分割の要旨  

①分割の日程 

平成18年5月15日 
分割計画書承認取

締役会 

  平成18年6月29日 
分割計画書承認の

定時株主総会  

  平成18年10月2日 分割登記日(予定)  

    ②分割の方式    

平成18年10月２日を分割効力発生日

として、当社を分割会社、新設会社を

承継会社とする新設分割を行います。 

③株式の割当 

新設会社が設立に際し発行する普通

株式7,000株の全てを分割会社である

当社に割当てます。 

④新設会社が承継する権利義務 

新設会社は、分割の効力発生日にお

いて、別途分割計画書に定める当社の

資産、負債および契約の地位その他の

権利義務を承継いたします。なお、当

社から新設会社に対する債務の承継

は、全て重畳的債務引受によります。 

    （３）分割する事業部門の内容 

当社の下記既存事業を新設会社へ承継

いたします。 

モバイル・コンテンツ事業 

マーケティング・ソリューション事業 

Ｅコマース事業 

広告事業 

これらに附帯する事業の全部 

    ３．新たな買収防衛プラン導入に伴う新

株予約権無償割当てに関する事項の決

定の取締役会への委任 

平成18年６月29日開催の当社第８期

定時株主総会において、当社の持続的

な成長という目的を達成し、事業活動

を通じた継続的な企業価値の向上を実

現し、これに反する買収から株主の利

益を守るための合理的な手段として、

新たな買収防衛プランの導入に伴い新

株予約権無償割当ての決定の取締役会

への委任を決議いたしました。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    本プランの概要 

本プランは、当社株式の一定数以上

の取得につき所定の手続に従うことを

要請するとともに、かかる手続に従わ

ない取得がなされる場合や、かかる手

続に従った場合であっても当該取得が

当社の企業価値および株主の皆様の共

同の利益に反するものであると判断さ

れる場合には、かかる取得に対する対

抗策として新株予約権を株主の皆様に

無償で割り当るものです。 

    新株予約権の要項  

    （１）割当対象株主  

当社取締役会が公告した日（以下

「割当期日」という。）における最終

の株主名簿または実質株主名簿に記載

または記録された株主（ただし、当社

を除く。）に対し、その保有株式１株

につき新株予約権１個の割合で、新株

予約権を割り当てる。 

    （２）発行する新株予約権の総数 

割当期日の最終の当社普通株式の発

行済株式総数（当社の保有する当社普

通株式の数を控除する。）と同数とす

る。 

    （３）新株予約権の目的である株式の種

類および数 

・新株予約権の目的である株式の種類 

新株予約権の目的である株式の種類は

当社普通株式とする。 

・新株予約権の目的である株式の数 

新株予約権の目的である株式の数（以

下「対象株式数」という。）は１株と

する。ただし、（４）により、対象株

式数が調整される場合には、新株予約

権の目的である株式の総数は調整後対

象株式数に応じて調整される。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    （４）新株予約権の目的である株式の数

の調整 

当社が、新株予約権の割当期日後、

当社株式の分割もしくは併合、合併ま

たは会社分割を行う場合、それらの条

件等を勘案し、適宜対象株式数の調整

を行うものとする。対象株式数の調整

を行うときは、当社は、あらかじめそ

の旨およびその事由、調整前の対象株

式数、調整後の対象株式数およびその

適用の日その他必要な事項を各新株予

約権者に書面により通知または定款に

定める方法により公告する。ただし、

適用の日の前日までに前記の通知また

は公告を行うことができないときは、

適用の日以降速やかにこれを行う。 

    （５）新株予約権の払込金額 

無償とする。 

    （６）新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額 

新株予約権１個の行使に際して出資

される財産（金銭とする。）の価額

（以下「行使価額」という。）は、１

円とする。新株予約権１個の行使に際

して払込をなすべき額は、行使価額に

割当株式数を乗じた額とする。 

    （７）新株予約権の行使期間 

新株予約権の割当期日から１２０日

以内の期間で当社取締役会が定める期

間とする。ただし、（９）に基づき当

社が新株予約権を取得する場合には、

当該取得日の前日までとし、行使期間

の最終日が銀行営業日でない場合には

その翌銀行営業日を最終日とする。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    （８）新株予約権の行使の条件 

①本要項において、次の語句は、別段

の定めのない限り以下に定める意味を

有するものとする。 

a. 「特定株式保有者」とは、当社

の株券等の保有者、公開買付者ま

たは保有者かつ公開買付者である

者であって、 

Ⅰ 当該保有者が保有する当社の

株券等および当該保有者の共同

保有者が保有する当社の株券等

に係る株券等保有割合の合計 

Ⅱ 当該公開買付者が保有しもし

くは保有することとなる当社の

株券等および当該公開買付者の

特別関係者が保有する当社の株

券等に係る株券等保有割合の合

計 

Ⅲ 当該保有者かつ公開買付者で

ある者が保有しもしくは保有す

ることとなる当社の株券等およ

び当該保有者かつ公開買付者で

ある者の共同保有者ならびに当

該保有者かつ公開買付者である

者の特別関係者が保有する当社

の株券等に係る株券等保有割合

の合計 

    のいずれかが、２０％を超える者

をいう。 

b. 「保有」とは、証券取引法第２

７条の２３第４項に規定する保有

をいう。 

c. 「保有者」とは、証券取引法第

２７条の２３第１項に規定する保

有者をいい、同条第３項に基づき

保有者とみなされる者を含む。 

d. 「公開買付者」とは、証券取引

法第２７条の３第２項に規定する

公開買付者をいう。 

e. 「保有者かつ公開買付者」と

は、保有者が同時に公開買付者で

ある場合の当該保有者をいう。 

f. 「共同保有者」とは、証券取引

法第２７条の２３第５項に規定す

る共同保有者をいい、同条第６項

に基づき共同保有者とみなされる

者を含む。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    g. 「特別関係者」とは、証券取引

法第２７条の２第７項に規定する

特別関係者をいう。ただし、同項

第１号に掲げる者については、発

行者以外の者による株券等の公開

買付けの開示に関する内閣府令第

３条第１項で定める者を除く。 

h. 「株券等保有割合」とは、証券

取引法第２７条の２３第４項に規

定する株券等保有割合をいう。 

i. 「敵対的性質が類型的に存しな

い者」とは、 

Ⅰ 当社または当社の子会社（財

務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則第８条第３項

に定義される。）または関連会

社（財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則第８条

第５項に定義される。） 

Ⅱ 不注意で、または当社を支配

する意図がないのに特定株式保

有者となった者と当社取締役会

が認めた者で、かつ、特定株式

保有者となった後１０日以内

（ただし、当社取締役会はこの

期間を延長できる。）にその保

有する株券等を処分等すること

により特定株式保有者ではなく

なった者 

Ⅲ 当社による自己株式の取得そ

の他の理由により、自己の意思

によることなく、当社の特定株

式保有者になった者であると当

社取締役会が認めた者（ただ

し、その後、自己の意思により

当社の株券等を新たに取得した

場合を除く。） 

Ⅳ 当社の特定株式保有者となっ

たとしても当社の企業価値およ

び株主共同の利益に反しないと

当社取締役会が認めた者（当社

取締役会は、いつでもこれを認

めることができる。また、一定

の条件の下に当社の企業価値お

よび株主共同の利益に反しない

と当社取締役会が認めた場合に

は、当該条件が満たされている

場合に限る。） 

のいずれかに該当する者をいう。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    j. 「買付け等」とは、証券取引法

第２７条の２第１項に規定する買

付け等をいう。 

k. 「株券等」とは、証券取引法第

２７条の２３第１項に規定する株

券等をいう。ただし、証券取引法

第２７条の２第１項に規定する株

券等を除く。 

    ②以下に定める者は新株予約権を行使す

ることができない。 

特定株式保有者、その共同保有者、そ

の特別関係者もしくはこれらの者から

新株予約権を取得した者（ただし、取

得につき当社取締役会の承認を得た者

を除く。）またはこれらの者が実質的

に支配し、これらの者に実質的に支配

されもしくはこれらの者が共同して支

配し、これらの者と共同して行動する

者と当社取締役会が判断した者 

    ③適用ある法令上、当該法令の管轄地域

に所在する者が所定の手続の履行もし

くは所定の条件（一定期間の行使禁

止、所定の書類の提出等を含む。）の

充足またはその双方（以下「現地法手

続要件」と総称する。）なくして新株

予約権を行使した場合には法令に違反

または抵触することになるときには、

当該管轄地域に所在する者は、当該手

続または条件がすべて履行または充足

されたことを立証した場合に限り、新

株予約権を行使することができる。た

だし、当該管轄地域に所在する者が新

株予約権を行使するために当社が履行

または充足することが必要とされる手

続または条件については、当社はこれ

を履行または充足する義務は負わな

い。また、当該管轄地域に所在する者

が新株予約権を行使することが法令上

認められない場合には、当該管轄地域

に所在する者は、新株予約権を行使す

ることができないものとする。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    ④上記③にかかわらず、米国に所在する

者は、 

Ⅰ 当社に対し、自らが米国１９３３

年証券法ルール５０１（a）に定義

する適格投資家

（accredited investor）であるこ

とを表明かつ保証し、かつ 

Ⅱ その保有する新株予約権の行使の

結果取得する当社普通株式の転売を

株式会社ジャスダック証券取引所に

おける普通取引（ただし、事前の取

決めに基づかず、かつ事前の勧誘を

行わないものとする。）によっての

みこれを行うことを誓約した場合に

限り、新株予約権を行使することが

できるものとする。当社は、かかる

場合に限り、当該米国に所在する者

が新株予約権を行使するために当社

が履行または充足することが必要と

される米国１９３３年証券法レギュ

レーションDおよび米国州法に係る

手続または条件を履行または充足す

るものとする。なお、米国における

法令の変更等の理由により、米国に

所在する者が上記ⅠおよびⅡを充足

しても米国証券法上適法に新株予約

権の行使をすることができないと当

社取締役会が認める場合には、米国

に所在する者は、新株予約権を行使

することができないものとする。 

    ⑤上記②ないし④の規定に従い、新株予

約権者が新株予約権を行使することが

できない場合であっても、当社は、当

該新株予約権者に対して、損害賠償責

任その他の一切の責任を負わないもの

とする。 

    ⑥各新株予約権の一部行使はできないも

のとする。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    （９）当社による新株予約権の取得 

・当社は、新株予約権の行使期間の開始

日の前日までの間いつでも、新株予約

権を取得することが適切であると当社

取締役会が判断する場合には、当社取

締役会が定める日をもって、無償で新

株予約権全部を取得することができ

る。 

    ・当社は、会社法第２７４条第１項およ

び第２項に規定される当社取締役会の

決定により、（７）の新株予約権の行

使期間が終了する時までの間で当社取

締役会が定める日において、新株予約

権１個につき対象株式数の当社普通株

式と引換えに、（８）に従い新株予約

権を行使することができる者の新株予

約権を取得することができる。 

    （10）新株予約権の行使または当社によ

る取得により新たに当社株式を取得し

た場合の当該株主の株主総会における

議決権行使 

 当社が定める基準日後に、新株予約

権の行使または当社による新株予約権

の取得によって、新たに当社株式を取

得した場合の当該株主は、株主総会に

おいて議決権を行使できるものとす

る。 

    （11）新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡により取得するに

は当社取締役会の承認を要するものと

する。なお、譲渡人が日本国外に所在

する者であって、（８）の③および④

の規定により新株予約権を行使するこ

とができない者であるときは、当社取

締役会は、以下の事由等を勘案して上

記承認をするか否かを決定するものと

する。 

    ① 当該管轄地域に所在する者による新

株予約権の全部または一部の譲渡に関

し譲渡人により譲受人が作成し署名ま

たは記名捺印した確認書（下記②ない

し④についての表明保証条項、補償条

項および違約金条項を含む。）が提出

されていること 

② 譲渡人および譲受人が（８）の②に

定める者に該当しないこと 

③ 譲受人が当該管轄地域に所在せず、

当該管轄地域に所在する者のために譲

受しようとしている者ではないこと 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ④ 譲受人が上記②および③に定めるい

ずれかの者のために譲受しようとして

いる者ではないこと 

    （12）合併、会社分割、株式交換または

株式移転の場合における新株予約権の

交付およびその条件 

新株予約権の無償割当てに係る取締役

会決議において当社取締役会が決定す

る。 

    （13）新株予約権証券の不発行  

新株予約権証券は、発行しない。 

    （14）新株予約権の行使により新株を発

行する場合における増加する資本金お

よび資本準備金 

新株予約権の行使により当社普通株式

を発行する場合における増加する資本

金は、行使価額の全額とし、資本準備

金は増加しないものとする。 

    （15）新株予約権の行使請求および払込

の方法 

新株予約権を行使しようとするとき

は、所定の行使請求書（行使に係る新

株予約権の内容および数、新株予約権

を行使する日等の必要事項ならびに株

主自身が新株予約権の行使条件を充足

すること等についての表明保証条項、

補償条項その他の誓約文言を含む当社

所定の書式によるものとする。）に必

要事項を記載してこれに記名捺印した

上、必要に応じて別に定める新株予約

権の行使に要する書類ならびに会社

法、証券取引法およびその関連法規

（日本証券業協会および本邦証券取引

所の定める規則等を含む。）上その

時々において要求されるその他の書類

（以下「添付書類」という。）を

（７）に定める期間中に払込取扱場所

に提出し、かつ、当該行使に係る新株

予約権の行使価額全額に相当する金銭

を払込取扱場所に払い込むことにより

行われるものとする。 

    （16）新株予約権行使の効力発生時期等 

新株予約権の行使の効力は、（15）の

行使請求書および添付書類が行使請求

受付場所に到達し、かつ行使に係る新

株予約権の行使価額全額に相当する金

銭が指定口座に入金された時に生じる

ものとする。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    （17）法令の改正等 

新株予約権の無償割当て後、法令の制

定、改正または廃止により、本要項の

条項に修正を加える必要が生じた場合

においては、当該制定、改正または廃

止の趣旨および文言を勘案の上、本要

項の条項を合理的に読み替えるものと

する。 

    ４．連結子会社の増資 

平成18年６月19日開催の当社取締役

会において、米国子会社である

CYB INVESTMENT INC.について当面の

為替リスク軽減及び当社グループの海

外事業方針に基づき増資（当社全額引

受）を行い、また、従来の貸付金

（40,490,000USD）については返済を

受ける旨の決議しております。 

    概要 

①商号 CYB INVESTMENT INC. 

②所在地 米国デラウェア州 

③増資の額 43,300,000USD 

④実行予定日 平成18年6月30日 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     1,325,303 685,315   600,567 

２ 売掛金     3,059,562 3,077,714   3,233,188 

３ たな卸資産     17,146 4,609   11,249 

４ 立替金 ※１   2,309,501 ―   2,510,864 

５ 短期貸付金     ― 2,414,747   ― 

６ その他     245,851 379,258   460,559 

７ 貸倒引当金     △30,417 △25,185   △29,905 

流動資産合計     6,926,949 40.4 6,536,460 42.8   6,786,525 38.5

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※２   178,893 1.0 233,483 1.5   237,206 1.3

２ 無形固定資産           

(1）ソフトウェア   402,804   395,833 457,985   

(2）ソフトウェア
仮勘定 

  92,218   83,522 43,646   

(3）その他   1,167 496,191 2.9 1,167 480,523 3.2 1,167 502,799 2.9

３ 投資その他の資
産 

          

(1）投資有価証券   4,354,684   7,077,288 4,483,760   

(2）長期貸付金   4,634,277   ― 4,807,619   

(3）敷金   397,969   419,337 419,337   

(4）その他   157,985   526,491 399,143   

(5）貸倒引当金   △3,202 9,541,715 55.7 ― 8,023,117 52.5 ― 10,109,861 57.3

固定資産合計     10,216,800 59.6 8,737,124 57.2   10,849,867 61.5

資産合計     17,143,749 100.0 15,273,584 100.0   17,636,393 100.0

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金     1,172,601 1,313,060   1,351,533 

２ 短期借入金     ― 2,449,747   ― 

３ 未払金 ※１    2,541,251 293,497   2,687,564 

４ 未払法人税等     372,322 18,388   281,032 

５ 賞与引当金     30,000 81,210   53,360 

６ その他     37,576 55,376   81,749 

流動負債合計     4,153,752 24.2 4,211,280 27.6   4,455,240 25.3

負債合計     4,153,752 24.2 4,211,280 27.6   4,455,240 25.3

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     5,426,925 31.7 ― ―   5,451,700 30.9

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金     3,059,604 ―   3,084,379 

その他資本剰余金     2,424,016 ―   2,424,016 

資本剰余金合計     5,483,621 32.0 ― ―   5,508,395 31.2

Ⅲ 利益剰余金           

中間（当期）未処
分利益 

    1,839,311 ―   1,980,917 

利益剰余金合計     1,839,311 10.7 ― ―   1,980,917 11.2

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    240,138 1.4 ― ―   240,138 1.4

資本合計     12,989,997 75.8 ― ―   13,181,152 74.7

負債資本合計     17,143,749 100.0 ― ―   17,636,393 100.0

   （純資産の部）                     

 Ⅰ 株主資本                     

  １ 資本金     ― ―   5,503,317 36.0   ― ― 

  ２ 資本剰余金                     

  （1）資本準備金   ―     3,135,995    ―     

  （2）その他資本剰余
金 

  ―    2,424,016    ―    

     資本剰余金合計     ― ―   5,560,012 36.4   ― ― 

  ３ 利益剰余金                    

   （1）その他利益剰余 
     金 

                    

    繰越利益剰余金   ―     △4,581   ―     

     利益剰余金合計     ― ―   △4,581 △0.0   ― ― 

   株主資本合計     ― ―   11,058,748 72.4   ― ― 

 Ⅱ 新株予約権     ― ―   3,555 0.0   ― ― 

   純資産合計     ― ―   11,062,304 72.4   ― ― 

   負債純資産合計     ― ―   15,273,584 100.0   ― ― 

                    



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
要約損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     6,129,319 100.0 6,567,211 100.0   12,731,139 100.0 

Ⅱ 売上原価     3,977,852 64.9 4,072,787 62.0   8,164,788 64.1

売上総利益     2,151,467 35.1 2,494,424 38.0   4,566,350 35.9

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

    1,911,558 31.2 2,040,943 31.1   4,119,540 32.4

営業利益     239,909 3.9 453,480 6.9   446,809 3.5

Ⅳ 営業外収益 ※１   84,899 1.4 94,942 1.5   349,975 2.7

Ⅴ 営業外費用 ※２   30,939 0.5 346,262 5.3   33,239 0.2

経常利益     293,869 4.8 202,160 3.1   763,545 6.0

Ⅵ 特別利益 ※３   923,000 15.1 ― ―   923,000 7.3

Ⅶ 特別損失 ※４   546,111 8.9 1,998,112 30.4   864,732 6.8

税引前中間（当期）
純利益又は税引前中
間純損失 

    670,757 11.0 △1,795,951 △27.3   821,813 6.5

法人税、住民税及び
事業税 

  353,305   4,336 610,667   

過年度法人税等   ―   46,875 ―   

法人税等調整額   79,109 432,414 7.1 99,796 151,008 2.3 △168,802 441,864 3.5

中間（当期）純利益
又は中間純損失(△) 

    238,342 3.9 △1,946,960 △29.6   379,948 3.0

前期繰越利益     1,600,968 ―   1,600,968 

中間（当期）未処分
利益 

    1,839,311 ―   1,980,917 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年４月1日 至 平成18年９月30日） 

  

  （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金  利益剰余金 

株主資本合計 

資本準備金 
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

その他利益剰
余金 

利益剰余金合
計 繰越利益剰余

金 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
5,451,700 3,084,379 2,424,016 5,508,395 1,980,917 1,980,917 12,941,012 

中間会計期間中の変動額        

新株の発行 51,616 51,616 ― 51,616 ― ― 103,233 

剰余金の配当 （注） ― ― ― ― △38,538 △38,538 △38,538 

中間純損失 ― ― ― ― △1,946,960 △1,946,960 △1,946,960 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 

  

― ― ― ― ― ― ― 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
51,616 51,616 ― 51,616 △1,985,498 △1,985,498 △1,882,265 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
5,503,317 3,135,995 2,424,016 5,560,012 △4,581 △4,581 11,058,748 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
240,138 240,138 ― 13,181,152 

中間会計期間中の変動額     

新株の発行 ― ― ― 103,233 

剰余金の配当 （注） ― ― ― △38,538 

中間純損失 ― ― ― △1,946,960 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 

  

△240,138 △240,138 3,555 △236,583 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△240,138 △240,138 3,555 △2,118,848 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
― ― 3,555 11,062,304 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株式

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格に基

づく時価法 

（評価差額は、全部資本直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定

しております。） 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  

（評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定しております。） 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格に基づ

く時価法 

（評価差額は、全部資本

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定しております。） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

(2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

(3）たな卸資産 

商品 ：移動平均法による原価

法 

仕掛品：個別法による原価法 

(3）たな卸資産 

商品 ： 

同左 

仕掛品： 

同左 

(3）たな卸資産 

商品 ： 

同左 

仕掛品： 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。ただ

し、建物（附属設備を除く）につ

いては定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物       ８～50年 

器具及び備品   ５～６年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

ソフトウエア（自社利用） 

 定額法によっており、利用可能

期間は３年であります。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３ 繰延資産の処理方法 

(1）新株発行費 

 支出時に全額費用として計上し

ております。 

３ 繰延資産の処理方法 

(1）新株発行費 

同左 

３ 繰延資産の処理方法 

(1）新株発行費 

同左 

  

――――――― 

(2）株式交付費 

 支出時に全額費用として計上

しております。 

  

――――――― 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

４ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

４ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、賞与支給見込

額に基づき計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、翌期の賞

与支給見込額のうち当期に帰属

する部分の金額を計上しており

ます。 

５ 外貨建の資産又は負債の本邦通貨

への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。 

５ 外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準 

同左 

５ 外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

６ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

６ リース取引の処理方法 

同左 

６ リース取引の処理方法 

同左 

７ その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。な

お、仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の「未

払金」に含めて表示しておりま

す。 

７ その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

同左 

７ その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

固定資産の減損に係る会計基準 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審査会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

――――――― 固定資産の減損に係る会計基準 

 当事業年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審査会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日）を適用しております。これ

による損益に与える影響はありませ

ん。 

―――――――  貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準  

 当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第５号 平成17年

12月９日)及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」(企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日)を適用しておりま

す。 

従来の方法によった場合の資本の部の

合計に相当する金額は11,058,748千円

であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、改正

後の中間財務諸表等規則により作成し

ております。 

――――――― 

―――――――  ストック・オプション等に関する会

計基準等 

 当中間会計期間より、「ストック 

・オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準第８号 平成17年12月

27日）及び「ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第11号 平成18年５

月31日）を適用しております。これに

より、営業利益及び経常利益が3,555

千円減少し、税引前中間純損失が同額

増加しております。 

――――――― 



表示方法の変更 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間において流動資産の「その他」に含め

て表示しておりました「立替金」（前中間会計期間末

6,046千円）については、資産総額の100分の５を超えた

ため、当中間会計期間より区分掲記しております。 

 前中間会計期間において固定資産の投資その他の資産

「その他」に含めて表示しておりました「長期貸付金」

（前中間会計期間末37,070千円）については、資産総額

の100分の５を超えたため、当中間会計期間より区分掲記

しております。 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間まで区分掲記しておりました「立替

金」（当中間会計期間末33,287千円）は、資産の合計額

の100分の５以下となったため、流動資産の「その他」に

含めて表示することにいたしました。 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１ 当中間会計期間末の立替金及

び未払金の中には、連結子会社C

YB INVESTMENT INC.が、 

Airborne Entertainment Inc.株

式を取得するために、当社が立

替えた2,260,200千円が含まれて

おります。 

――――――― ※１ 当会計期間末の立替金及び未

払金の中には、連結子会社CYB I

NVESTMENT INC.が、 

Airborne Entertainment Inc.株

式を取得するために、当社が立

替えた2,350,000千円が含まれて

おります。 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

107,178千円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

117,818千円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

99,168千円 

 ３ 当座借越契約 

 当社においては、運転資金の

効率的な調達、及び子会社であ

るCYB INVESTMENT INC.における

Airborne Entertainment Incの

取得代金の未払金支出に備える

ため、取引銀行５行と当座借越

契約を締結しております。 

 当中間会計期間末における当

座借越契約に係る借入金実行残

高等は次のとおりであります。 

 ３ 当座借越契約 

 当社においては、運転資金の

効率的な調達のため、取引銀行

４行と当座借越契約を締結して

おります。 

 当中間会計期間末における当

座借越契約に係る借入金実行残

高等は次のとおりであります。 

 ３ 当座借越契約 

 当社においては、運転資金の

効率的な調達、及び子会社であ

るCYB INVESTMENT INC.における 

Airborne Entertainment Incの

取得代金の未払金支出に備える

ため、取引銀行４行と当座借越

契約を締結しております。 

 当事業年度末における当座借

越契約に係る借入金実行残高等

は次のとおりであります。 

当座借越極度額 6,500百万円

借入実行残高 ― 百万円

当座借越極度額 4,500百万円

借入実行残高 100百万円

当座借越極度額 6,500百万円

借入実行残高 ― 百万円

 ４ 偶発債務 

 Airborne Entertainment Inc.

の旧株主に対して剰余収益受領

権を付与し、同社の2006年度業

績計画の達成状況に応じ、17百

万USDを上限として、その0％～ 

100％分につき、米国現地法人 

CYB INVESTMENT INC.を通じ付加

的な支払いを実施する予定で

す。 

 ４ 偶発債務 

  

同左 

４ 偶発債務 

  

同左 



（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち重要なもの ※１ 営業外収益のうち重要なもの ※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 12,475千円

受取配当金 14,857千円

為替差益 56,207千円

受取利息 77,423千円

受取配当金 17,333千円

受取利息 13,287千円

受取配当金 14,918千円

為替差益 313,532千円

※２ 営業外費用のうち重要なもの ※２ 営業外費用のうち重要なもの ※２ 営業外費用のうち重要なもの 

新株予約権信

託費用 
11,512千円

新株発行費 19,411千円

支払利息 36,520千円

為替差損 309,742千円

新株予約権信

託費用   

 14,503千円

新株発行費 18,720円

※３ 特別利益のうち重要なもの ――――――― ※３ 特別利益のうち重要なもの 

投資有価証券

売却益 
923,000千円

 投資有価証券

売却益 
923,000千円

※４ 特別損失のうち重要なもの ※４ 特別損失のうち重要なもの ※４ 特別損失のうち重要なもの 

投資有価証券

評価損 
493,894千円

ソフトウェア

評価損 
52,217千円

関係会社株式

評価損 
1,939,184千円

ソフトウェア

評価損 
47,864千円

関係会社株式

評価損 
578,391千円

ソフトウェア

評価損 
70,556千円

関係会社株式

売却損 
209,660千円

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 10,226千円

無形固定資産 128,841千円

有形固定資産 18,649千円

無形固定資産 140,009千円

有形固定資産 25,117千円

無形固定資産 276,199千円



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引に係る注記 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引に係る注記 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引に係る注記 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

有形固定資産 553,544 262,813 290,731 

ソフトウェア 20,965 11,314 9,650 

合計 574,509 274,127 300,381 

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

有形固定資産 561,954 254,868 307,085

ソフトウェア 23,044 7,061 15,982

合計 584,998 261,929 323,068

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

有形固定資産 626,650 303,055 323,595

ソフトウェア 24,465 14,250 10,214

合計 651,115 317,305 333,810

②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額 

１年内 218,183千円

１年超 288,483千円

合計 506,666千円

１年内 149,766千円

１年超 198,679千円

合計 348,446千円

１年内 146,479千円

１年超 214,185千円

合計 360,664千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

③支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

③支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料 85,332千円

減価償却費相当額 77,785千円

支払利息相当額 9,036千円

支払リース料 103,168千円

減価償却費相当額 86,791千円

支払利息相当額 9,719千円

支払リース料 181,704千円

減価償却費相当額 165,098千円

支払利息相当額 18,667千円

④減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

⑤利息相当額の算定方法 

同左 

⑤利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） （借主側） （借主側） 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年内 329,925千円

１年超 164,962千円

合計 494,887千円

１年内 165,227千円

１年超 283千円

合計 165,510千円

１年内 330,194千円

１年超 414千円

合計 330,608千円



（有価証券関係） 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

前会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの  

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間(当期)純利益又は１株当たり中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の

基礎は以下のとおりです。 

区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額 

関連会社株式 3,528,585千円 3,813,348千円 284,763千円 

区分 貸借対照表計上額 時価 差額 

関連会社株式 3,528,585千円 2,513,343千円 △1,015,242千円 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

56,365円 47,791円 57,118円 

１株当たり中間純利益金額 １株当たり中間純損失金額 １株当たり当期純利益金額 

1,091円 8,417円 1,693円 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 

1,071円 潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、中間純損失が計上さ

れているため記載しておりません。 

1,666円 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益又は純損失 

（千円） 
238,342 △1,946,960 379,948 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

又は純損失（千円） 
238,342 △1,946,960 379,948 

期中平均株式数（株） 218,292 231,301 224,396 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益        

 当期純利益調整額（千円） ―  ―  ―  

 普通株式増加数（株） 4,247  ―   3,527 

 (うち新株予約権（株）） (4,247)  ―   (3,527) 

 



 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

 希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

信託型ライツプラン

新株予約権  

  

 新株予約権

の数(個) 
530千個  

 新株予約権

の目的とな

る株式の種

類 

普通株式 

 新株予約権

の目的とな

る株式の数

(株) 

530千株  

 新株予約権

の発行価格 
無償  

 新株予約権

の行使期間 

平成17年７

月１日～ 

平成18年６

月30日  

  

―  

信託型ライツプラン

新株予約権   

 新株予約権

の数(個) 
530千個  

 新株予約権

の目的とな

る株式の種

類 

普通株式 

 新株予約権

の目的とな

る株式の数

(株) 

530千株  

 新株予約権

の発行価格 
無償  

 新株予約権

の行使期間 

平成17年７

月１日～ 

平成18年６

月30日  



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

─────── １.当社は、平成18年11月17日開催の当社取

締役会において、シンジケーション形式リ

ボルビング・クレジット・ファシリティを

導入につき決議いたしました。 

  シンジケーション形式リボルビング・ク

レジット・ファシリティについて  

   当社はシンジケーション形式リボルビ

ング・クレジット・ファシリティの導入

を次のとおり行いました。 

  

２.当社は、平成18年11月22日開催の当社取

締役会において、株式会社エスクルーの普

通株式の取得により、同社を子会社化する

ことにつき決議いたしました。  

 (１)取得の目的 

 株式会社エスクルーをモバイルコマース

事業を担う戦略子会社に位置付け、中核

事業会社である株式会社サイバード、株

式会社ＪＩＭＯＳとのグループ間シナジ

ーを早期創出することにより、モバイル

コマース事業を一気に加速させるべく推

進いたします。 

 (２)取得内容 

   平成18年11月30日 

 (1) 
目的及び資金使

途  

平成18年11月17日付

で、運転資金等の機

動的かつ効率的な調

達を目的としており

ます。 

 (2) 
アレンジャー及

びエージェント 

株式会社三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行 

 (3) 参加金融機関 株式会社みずほ銀行

 (4) 借入極度額 30億円 

 (5) 契約期間 
平成18年11月17日～

平成19年11月16日 

 取得日  平成18年11月30日 

 取得株数 3,750株  

 取得金額 150,000千円  

 所有割合(％) 53.6%  

１．株式会社JIMOSとの株式交換   

当社（以下、「サイバード」）と

株式会社JIMOS（以下、「JIMOS」）

は、平成18年５月15日開催の両社の

取締役会の決議を経て、平成18年10

月１日を期して、サイバードが株式

交換によりJIMOSを完全子会社とす

る株式交換契約を締結いたしまし

た。 

（１）株式交換の目的 

モバイルにより集客した顧客基盤を活

用し、コマース事業の拡大を目指した

JIMOSとサイバードは、平成17年３月１

日、包括的な業務・資本提携を締結。

双方の持つ特性、競争力、経営資源を

融合させ、資本統合（持株会社設立

等）・グループ経営等も視野に入れな

がら、統合への検討を重ねてまいりま

した。その結果両社は、更なる事業の

拡大と多角化、収益力向上を目指し、

平成18年３月14日付にて両社対等の精

神に基づき、持株会社体制による経営

統合を実施することで基本合意いたし

ました。本株式交換は、経営統合のス

キームにおいて活用するものでありま

す。具体的には、持株会社体制への移

行にあたり、株式交換を活用してJIMOS

をサイバードの完全子会社といたしま

す。併せて会社分割制度の活用によ

り、サイバードを持株会社(商号「株式

会社サイバードホールディングス」)と

し、既存のサイバードの事業を新設会

社(商号「株式会社サイバード」)に承

継し、新設会社及びJIMOSをいずれも持

株会社の完全子会社とするものであり

ます。 

（２）株式交換の条件等 

①株式交換の日程 

平成18年３月14日
経営統合に関する基
本合意書締結 

平成18年３月31日
サイバード 定時株
主総会基準日 

平成18年４月28日  
JIMOS 臨時株主総会
基準日  

平成18年５月15日  
株式交換契約書の締
結  

平成18年６月29日  
サイバード 株式交換契約書

承認の定時株主総会 

平成18年６月30日  
JIMOS  株式交換契約書承

認の臨時株主総会(予定) 

平成18年９月26日  
上場廃止日(JIMOS)
(予定)  

平成18年９月30日  
株券提出期間満了日
(予定)  

平成18年10月１日  
株式交換の効力発生
日(予定)  

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

   (３)取得する子会社の概要 

 (４)取得する子会社の規模  

   平成18年８月期 

 商号 株式会社エスクルー 

 代表者 
 代表取締役社長兼

CEO 正岡 賢 

 本店所在地  東京都渋谷区 

 設立年月日  平成11年10月20日 

 主な事業内容 

 モバイル公式コンテ

ンツの企画・製作・

運営・コンサルティ

ング、各種システム

構築、webアプリケー

ション開発、webサイ

ト企画・開発、webサ

イト運営・管理・保

守、webデザイン業

務、各web系サイトコ

ンサルティング 

 事業年度の末日  ８月31日 

 従業員数  48名(契約社員含む)

 主な事業所  本店所在地に同じ 

 発行済株式総数  7,000株 

 売上高 1,533百万円 

 経常利益 7百万円 

 総資産額 485百万円 

 純資産額 71百万円 

 資本金の額 35百万円 

②株式交換比率 

JIMOSの株式交換の日の前日の最

終の株主名簿、及び実質株主名簿に

記載または記録された株主、及び実

質株主に対し、JIMOSの普通株式１

株に対して、サイバードの普通株式

1.17株を割当交付します。ただし、

サイバードが保有するJIMOSの普通

株式12,381株については割当て交付

を行いません。 

③株式交換によりサイバードが発行

する新株式数 

普通株式： 57,545株 

なお、上記株式数は、平成18年３

月31日現在のJIMOSの発行済株式数

を基準に算出したものであり、新株

予約権の権利行使により、増加する

可能性があります。 

（３）株式会社JIMOSの概要 

代表者   小村 富士夫 

資本金   1,176百万円  

      (平成17年12月末現在) 

本店所在地 福岡県福岡市中央区天神

１丁目４番２号 

①主な事業内容   

通信販売業、卸売業、通販支援事

業、その他事業 

②売上高及び当期純利益 

（平成17年６月期：連結ベース） 

売上高   12,641百万円  

当期純利益   753百万円 

③資産、負債、資本の状況 

（平成17年６月末日：連結ベース） 

資産合計   6,960百万円 

負債合計   1,874百万円 

資本合計   5,086百万円 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    ２．会社分割による当社既存事業の分社

化 

当社は、平成18年５月15日開催の

取締役会において、平成18年10月２

日を分割の効力発生日として当社の

既存事業を分社化し、当該事業を新

設会社に承継することにより持株会

社体制に移行することを決議しまし

た。 

    （１）会社分割の目的 

今回の新設分割による会社分割は、当

社の既存事業を分割により新設される新

設会社に承継し、当社が、株式会社

JIMOS及び当該新設会社を完全子会社と

する持株会社へ移行することを目的とし

ております。 

    （２）会社分割の要旨  

 ①分割の日程 

 平成18年5月15日 
分割計画書承認取

締役会 

 平成18年6月29日 
分割計画書承認の

定時株主総会  

 平成18年10月2日 分割登記日(予定)  

    ②分割の方式    

平成18年10月２日を分割効力発生日

として、当社を分割会社、新設会社を

承継会社とする新設分割を行います。 

③株式の割当 

新設会社が設立に際し発行する普通

株式7,000株の全てを分割会社である

当社に割当てます。 

④新設会社が承継する権利義務 

新設会社は、分割の効力発生日にお

いて、別途分割計画書に定める当社の

資産、負債および契約の地位その他の

権利義務を承継いたします。なお、当

社から新設会社に対する債務の承継

は、全て重畳的債務引受によります。 

    （３）分割する事業部門の内容 

当社の下記既存事業を新設会社へ承継

いたします。 

モバイル・コンテンツ事業 

マーケティング・ソリューション事業 

Ｅコマース事業 

広告事業 

これらに附帯する事業の全部 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    ３．新たな買収防衛プラン導入に伴う新

株予約権無償割当てに関する事項の決

定の取締役会への委任 

平成18年６月29日開催の当社第８期

定時株主総会において、当社の持続的

な成長という目的を達成し、事業活動

を通じた継続的な企業価値の向上を実

現し、これに反する買収から株主の利

益を守るための合理的な手段として、

新たな買収防衛プランの導入に伴い新

株予約権無償割当ての決定の取締役会

への委任を決議いたしました。 

    本プランの概要 

本プランは、当社株式の一定数以上

の取得につき所定の手続に従うことを

要請するとともに、かかる手続に従わ

ない取得がなされる場合や、かかる手

続に従った場合であっても当該取得が

当社の企業価値および株主の皆様の共

同の利益に反するものであると判断さ

れる場合には、かかる取得に対する対

抗策として新株予約権を株主の皆様に

無償で割り当るものです。 

    新株予約権の要項  

    （１）割当対象株主  

当社取締役会が公告した日（以下

「割当期日」という。）における最終

の株主名簿または実質株主名簿に記載

または記録された株主（ただし、当社

を除く。）に対し、その保有株式１株

につき新株予約権１個の割合で、新株

予約権を割り当てる。 

    （２）発行する新株予約権の総数 

割当期日の最終の当社普通株式の発

行済株式総数（当社の保有する当社普

通株式の数を控除する。）と同数とす

る。 

    （３）新株予約権の目的である株式の種

類および数 

・新株予約権の目的である株式の種類 

新株予約権の目的である株式の種類は

当社普通株式とする。 

・新株予約権の目的である株式の数 

新株予約権の目的である株式の数（以

下「対象株式数」という。）は１株と

する。ただし、（４）により、対象株

式数が調整される場合には、新株予約

権の目的である株式の総数は調整後対

象株式数に応じて調整される。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    （４）新株予約権の目的である株式の数

の調整 

当社が、新株予約権の割当期日後、

当社株式の分割もしくは併合、合併ま

たは会社分割を行う場合、それらの条

件等を勘案し、適宜対象株式数の調整

を行うものとする。対象株式数の調整

を行うときは、当社は、あらかじめそ

の旨およびその事由、調整前の対象株

式数、調整後の対象株式数およびその

適用の日その他必要な事項を各新株予

約権者に書面により通知または定款に

定める方法により公告する。ただし、

適用の日の前日までに前記の通知また

は公告を行うことができないときは、

適用の日以降速やかにこれを行う。 

    （５）新株予約権の払込金額 

無償とする。 

    （６）新株予約権の行使に際して出資さ

れる財産の価額 

新株予約権１個の行使に際して出資

される財産（金銭とする。）の価額

（以下「行使価額」という。）は、１

円とする。新株予約権１個の行使に際

して払込をなすべき額は、行使価額に

割当株式数を乗じた額とする。 

    （７）新株予約権の行使期間 

新株予約権の割当期日から１２０日

以内の期間で当社取締役会が定める期

間とする。ただし、（９）に基づき当

社が新株予約権を取得する場合には、

当該取得日の前日までとし、行使期間

の最終日が銀行営業日でない場合には

その翌銀行営業日を最終日とする。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    （８）新株予約権の行使の条件 

①本要項において、次の語句は、別段

の定めのない限り以下に定める意味を

有するものとする。 

a. 「特定株式保有者」とは、当社

の株券等の保有者、公開買付者ま

たは保有者かつ公開買付者である

者であって、 

Ⅰ 当該保有者が保有する当社の

株券等および当該保有者の共同

保有者が保有する当社の株券等

に係る株券等保有割合の合計 

Ⅱ 当該公開買付者が保有しもし

くは保有することとなる当社の

株券等および当該公開買付者の

特別関係者が保有する当社の株

券等に係る株券等保有割合の合

計 

Ⅲ 当該保有者かつ公開買付者で

ある者が保有しもしくは保有す

ることとなる当社の株券等およ

び当該保有者かつ公開買付者で

ある者の共同保有者ならびに当

該保有者かつ公開買付者である

者の特別関係者が保有する当社

の株券等に係る株券等保有割合

の合計 

    のいずれかが、２０％を超える者

をいう。 

b. 「保有」とは、証券取引法第２

７条の２３第４項に規定する保有

をいう。 

c. 「保有者」とは、証券取引法第

２７条の２３第１項に規定する保

有者をいい、同条第３項に基づき

保有者とみなされる者を含む。 

d. 「公開買付者」とは、証券取引

法第２７条の３第２項に規定する

公開買付者をいう。 

e. 「保有者かつ公開買付者」と

は、保有者が同時に公開買付者で

ある場合の当該保有者をいう。 

f. 「共同保有者」とは、証券取引

法第２７条の２３第５項に規定す

る共同保有者をいい、同条第６項

に基づき共同保有者とみなされる

者を含む。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    g. 「特別関係者」とは、証券取引

法第２７条の２第７項に規定する

特別関係者をいう。ただし、同項

第１号に掲げる者については、発

行者以外の者による株券等の公開

買付けの開示に関する内閣府令第

３条第１項で定める者を除く。 

h. 「株券等保有割合」とは、証券

取引法第２７条の２３第４項に規

定する株券等保有割合をいう。 

i. 「敵対的性質が類型的に存しな

い者」とは、 

Ⅰ 当社または当社の子会社（財

務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則第８条第３項

に定義される。）または関連会

社（財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則第８条

第５項に定義される。） 

Ⅱ 不注意で、または当社を支配

する意図がないのに特定株式保

有者となった者と当社取締役会

が認めた者で、かつ、特定株式

保有者となった後１０日以内

（ただし、当社取締役会はこの

期間を延長できる。）にその保

有する株券等を処分等すること

により特定株式保有者ではなく

なった者 

Ⅲ 当社による自己株式の取得そ

の他の理由により、自己の意思

によることなく、当社の特定株

式保有者になった者であると当

社取締役会が認めた者（ただ

し、その後、自己の意思により

当社の株券等を新たに取得した

場合を除く。） 

Ⅳ 当社の特定株式保有者となっ

たとしても当社の企業価値およ

び株主共同の利益に反しないと

当社取締役会が認めた者（当社

取締役会は、いつでもこれを認

めることができる。また、一定

の条件の下に当社の企業価値お

よび株主共同の利益に反しない

と当社取締役会が認めた場合に

は、当該条件が満たされている

場合に限る。） 

のいずれかに該当する者をいう。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    j. 「買付け等」とは、証券取引法

第２７条の２第１項に規定する買

付け等をいう。 

k. 「株券等」とは、証券取引法第

２７条の２３第１項に規定する株

券等をいう。ただし、証券取引法

第２７条の２第１項に規定する株

券等を除く。 

    ②以下に定める者は新株予約権を行使す

ることができない。 

特定株式保有者、その共同保有者、そ

の特別関係者もしくはこれらの者から

新株予約権を取得した者（ただし、取

得につき当社取締役会の承認を得た者

を除く。）またはこれらの者が実質的

に支配し、これらの者に実質的に支配

されもしくはこれらの者が共同して支

配し、これらの者と共同して行動する

者と当社取締役会が判断した者 

    ③適用ある法令上、当該法令の管轄地域

に所在する者が所定の手続の履行もし

くは所定の条件（一定期間の行使禁

止、所定の書類の提出等を含む。）の

充足またはその双方（以下「現地法手

続要件」と総称する。）なくして新株

予約権を行使した場合には法令に違反

または抵触することになるときには、

当該管轄地域に所在する者は、当該手

続または条件がすべて履行または充足

されたことを立証した場合に限り、新

株予約権を行使することができる。た

だし、当該管轄地域に所在する者が新

株予約権を行使するために当社が履行

または充足することが必要とされる手

続または条件については、当社はこれ

を履行または充足する義務は負わな

い。また、当該管轄地域に所在する者

が新株予約権を行使することが法令上

認められない場合には、当該管轄地域

に所在する者は、新株予約権を行使す

ることができないものとする。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    ④上記③にかかわらず、米国に所在する

者は、 

Ⅰ 当社に対し、自らが米国１９３３

年証券法ルール５０１（a）に定義

する適格投資家

（accredited investor）であるこ

とを表明かつ保証し、かつ 

Ⅱ その保有する新株予約権の行使の

結果取得する当社普通株式の転売を

株式会社ジャスダック証券取引所に

おける普通取引（ただし、事前の取

決めに基づかず、かつ事前の勧誘を

行わないものとする。）によっての

みこれを行うことを誓約した場合に

限り、新株予約権を行使することが

できるものとする。当社は、かかる

場合に限り、当該米国に所在する者

が新株予約権を行使するために当社

が履行または充足することが必要と

される米国１９３３年証券法レギュ

レーションDおよび米国州法に係る

手続または条件を履行または充足す

るものとする。なお、米国における

法令の変更等の理由により、米国に

所在する者が上記ⅠおよびⅡを充足

しても米国証券法上適法に新株予約

権の行使をすることができないと当

社取締役会が認める場合には、米国

に所在する者は、新株予約権を行使

することができないものとする。 

    ⑤上記②ないし④の規定に従い、新株予

約権者が新株予約権を行使することが

できない場合であっても、当社は、当

該新株予約権者に対して、損害賠償責

任その他の一切の責任を負わないもの

とする。 

    ⑥各新株予約権の一部行使はできないも

のとする。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    （９）当社による新株予約権の取得 

・当社は、新株予約権の行使期間の開始

日の前日までの間いつでも、新株予約

権を取得することが適切であると当社

取締役会が判断する場合には、当社取

締役会が定める日をもって、無償で新

株予約権全部を取得することができ

る。 

    ・当社は、会社法第２７４条第１項およ

び第２項に規定される当社取締役会の

決定により、（７）の新株予約権の行

使期間が終了する時までの間で当社取

締役会が定める日において、新株予約

権１個につき対象株式数の当社普通株

式と引換えに、（８）に従い新株予約

権を行使することができる者の新株予

約権を取得することができる。 

    （10）新株予約権の行使または当社によ

る取得により新たに当社株式を取得し

た場合の当該株主の株主総会における

議決権行使 

 当社が定める基準日後に、新株予約

権の行使または当社による新株予約権

の取得によって、新たに当社株式を取

得した場合の当該株主は、株主総会に

おいて議決権を行使できるものとす

る。 

    （11）新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡により取得するに

は当社取締役会の承認を要するものと

する。なお、譲渡人が日本国外に所在

する者であって、（８）の③および④

の規定により新株予約権を行使するこ

とができない者であるときは、当社取

締役会は、以下の事由等を勘案して上

記承認をするか否かを決定するものと

する。 

    ① 当該管轄地域に所在する者による新

株予約権の全部または一部の譲渡に関

し譲渡人により譲受人が作成し署名ま

たは記名捺印した確認書（下記②ない

し④についての表明保証条項、補償条

項および違約金条項を含む。）が提出

されていること 

② 譲渡人および譲受人が（８）の②に

定める者に該当しないこと 

③ 譲受人が当該管轄地域に所在せず、

当該管轄地域に所在する者のために譲

受しようとしている者ではないこと 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ④ 譲受人が上記②および③に定めるい

ずれかの者のために譲受しようとして

いる者ではないこと 

    （12）合併、会社分割、株式交換または

株式移転の場合における新株予約権の

交付およびその条件 

新株予約権の無償割当てに係る取締役

会決議において当社取締役会が決定す

る。 

    （13）新株予約権証券の不発行  

新株予約権証券は、発行しない。 

    （14）新株予約権の行使により新株を発

行する場合における増加する資本金お

よび資本準備金 

新株予約権の行使により当社普通株式

を発行する場合における増加する資本

金は、行使価額の全額とし、資本準備

金は増加しないものとする。 

    （15）新株予約権の行使請求および払込

の方法 

新株予約権を行使しようとするとき

は、所定の行使請求書（行使に係る新

株予約権の内容および数、新株予約権

を行使する日等の必要事項ならびに株

主自身が新株予約権の行使条件を充足

すること等についての表明保証条項、

補償条項その他の誓約文言を含む当社

所定の書式によるものとする。）に必

要事項を記載してこれに記名捺印した

上、必要に応じて別に定める新株予約

権の行使に要する書類ならびに会社

法、証券取引法およびその関連法規

（日本証券業協会および本邦証券取引

所の定める規則等を含む。）上その

時々において要求されるその他の書類

（以下「添付書類」という。）を

（７）に定める期間中に払込取扱場所

に提出し、かつ、当該行使に係る新株

予約権の行使価額全額に相当する金銭

を払込取扱場所に払い込むことにより

行われるものとする。 

    （16）新株予約権行使の効力発生時期等 

新株予約権の行使の効力は、（15）の

行使請求書および添付書類が行使請求

受付場所に到達し、かつ行使に係る新

株予約権の行使価額全額に相当する金

銭が指定口座に入金された時に生じる

ものとする。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

    （17）法令の改正等 

新株予約権の無償割当て後、法令の制

定、改正または廃止により、本要項の

条項に修正を加える必要が生じた場合

においては、当該制定、改正または廃

止の趣旨および文言を勘案の上、本要

項の条項を合理的に読み替えるものと

する。 

  

    ４．連結子会社の増資 

平成18年６月19日開催の当社取締役

会において、米国子会社である

CYB INVESTMENT INC.について当面の

為替リスク軽減及び当社グループの海

外事業方針に基づき増資（当社全額引

受）を行い、また、従来の貸付金

（40,490,000USD）については返済を

受ける旨の決議しております。 

    概要 

①商号 CYB INVESTMENT INC. 

②所在地 米国デラウェア州 

③増資の額 43,300,000USD 

④実行予定日 平成18年6月30日 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  
有価証券報告書 

及びその添付書類 
  

事業年度 

（第８期） 
  

自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日
  

 平成18年６月30日 

 関東財務局長に提出 

                

  
半期報告書の訂正

報告書 
  

事業年度（第８期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年

９月30日）の半期報告書に係る訂正報告書であります。 

 平成18年５月25日 

 関東財務局長に提出 

          

  臨時報告書   
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表

取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。 

 平成18年４月３日 

 関東財務局長に提出 

          

  臨時報告書   
企業内容開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会

社の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。 

 平成18年５月17日 

 関東財務局長に提出 

          

  
臨時報告書の訂正

報告書 
  

平成18年５月17日提出の臨時報告書（特定子会社の異動）に係

る訂正報告書であります。 

 平成18年５月18日 

 関東財務局長に提出 

          

  
臨時報告書の訂正

報告書 
  

平成18年３月16日提出の臨時報告書（株式交換、会社分割）に

係る訂正報告書であります。 

 平成18年５月18日 

 関東財務局長に提出 

          

  臨時報告書   

企業内容開示に関する内閣府令第19条第２項第３号、第４号及

び第９号（特定子会社の異動、主要株主の異動、代表取締役の

異動）の規定に基づく臨時報告書であります。 

 平成18年10月４日 

 関東財務局長に提出 

          

  臨時報告書   

企業内容開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号

（財政状態及び経営成績に著しい影響を及ぼす事象）の規定に

基づく臨時報告書であります。 

 平成18年11月30日 

 関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



 独立監査人の中間監査報告書  

     平成18年５月22日 

株式会社サイバード  

 取締役会   御中  

 監査法人 トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 中  川  幸  三 ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 芝  田  雅  也 ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社サイバードの平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年４

月１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社サイバード及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は証券取引法第24条の５第５項の規定に基づき中間

連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の中間連結財務諸表について監査を行った。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が

別途保管しております。 



 独立監査人の中間監査報告書  

     平成18年12月15日 

株式会社サイバードホールディングス  

 取締役会   御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 舩  山  卓  三  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 堺     昌  義  ㊞ 

 
指定社員  

業務執行社員
 公認会計士 金  子  秀  嗣  ㊞  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社サイバードホールディングス（旧会社名 株式会社サイバード）の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日ま

での連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、

すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー

計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社サイバードホールディングス（旧会社名 株式会社サイバード）及び連結子会社の平成１８年９月

３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日ま

で）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が

別途保管しております。 



 独立監査人の中間監査報告書  

     平成18年５月22日 

株式会社サイバード  

 取締役会   御中  

 監査法人 トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 中  川  幸  三 ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 芝  田  雅  也 ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社サイバードの平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第８期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月

１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間

監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社サイバードの平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４

月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は証券取引法第24条の５第５項の規定に基づき中間

財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の中間財務諸表について監査を行った。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が

別途保管しております。 



 独立監査人の中間監査報告書  

     平成18年12月15日 

株式会社サイバードホールディングス  

 取締役会   御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 舩  山  卓  三  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 堺     昌  義  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 金  子  秀  嗣  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社サイバードホールディングス（旧会社名 株式会社サイバード）の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日ま

での第９期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわ

ち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社サイバードホールディングス（旧会社名 株式会社サイバード）の平成１８年９月３０日現在の財政状態及

び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が

別途保管しております。 
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